
該当箇所 誤 正

２５頁・２０行目 有価証券信託受益権証券 有価証券信託受益証券

２５頁・３０行目 有価証券信託受益権証券 有価証券信託受益証券

１５２頁・１６行目
㈡　証券取引法166条2項1号及び2号に掲げる事実
にあっては、

㈡　法166条2項1号及び2号に掲げる事実にあっては、

１７４頁・３行目 （同法６７条１項４号） （同法６７条１項６号）

２３４頁・１５行目 受益有価証券 受託有価証券

２５８頁・３４行目 株券の発行者 株券又は投資証券等の発行者

２８０頁・２行目 株券に係る 株券等に係る

２８１頁・７行目 株券に係る 株券等に係る

２８１頁・２５行目 株券に係る 株券等に係る

２８２頁・１０行目 株券に係る 株券等に係る

２８３頁・７行目 株券に係る 株券等に係る

２９０頁・２行目 １４９条の８第１項（吸収合併に反対の投資主
１４９条の８第１項（吸収合併に反対の吸収合併存続法
人の投資主

２９４頁・１９行目 施行令３０条 施行令３１条

２９５頁・１６行目 [3]　伝達者が聞いた事実を正確に記載する。 [3]　伝達者から聞いた事実を正確に記載する。

３１３頁・１０行目 法１９８条の２第１３号 法１９７条の２第１４号

３５９頁・２１行目 １９８条の２第１３号 １９７条の２第１３号

４１５頁・２８行目 金融庁長官[1] 証券取引等監視委員会

平成２７年１０月２日追加補正
弁護士　服　部　秀　一

正　誤　表

　「新版　インサイダー取引規制のすべて」の記載に、誤記が発見されたので、同書はしがきに基づいて正誤表を掲示します。
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平成２７年１０月２日追加補正
弁護士　服部　秀一

新版第１刷該当箇所 新版第１刷中の記述 平成２５年改正後の記述

ⅳ頁・４行目 平成２５年政令第２５８号 平成２６年政令第１５号

ⅳ頁・７行目 平成２５年内閣府令第５８号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・９行目 平成２５年内閣府令第１４号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・１３行目 平成２４年内閣府令第７２号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・１５行目 平成２２年内閣府令第４９号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・１６行目 平成２４年内閣府令第４９号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・１８行目 平成２５年内閣府令第５８号 平成２６年内閣府令第７号

ⅳ頁・２１行目 平成２５年内閣府令第５８号 平成２６年内閣府令第７号

ⅴ頁・５行目 ―

追加
投信法施行規則＝投資信託及び投資法人に関する法
律施行規則＇平成１２年総理府令第１２９号。平成２６年
内閣府令第７号による改正後のもの（

ⅴ頁・１１行目 ―

追加
氏名公表府令＝金融商品取引法令に違反する行為を
行った者の氏名等の公表に関する内閣府令＇平成２６年
内閣府令第８号（

ⅴ頁・１１行目

[1]　２５年改正法に基づき改正が見込まれるものに
は、本文中に※を付した。
[2]　平成２５年１０月２８日、平成２５年金融商品取引
法等改正＇１年以内施行（等に係る政令案が金融庁
から公表された。以下、その政令案を記載することと
し、☆を付した。

削除

２５頁・１１行目 〈５号〉※☆ 〈５号〉

２５頁・１４行目
投資証券・投資法人債券又は外国投資証券＇法２条
１項１１号（＇施行令２７条各号に掲げるものを除く（

投資証券・新投資口予約権証券若しくは投資法人債券
＇法２条１項１１号（＇施行令２７条各号に掲げるものを除
く（

２５頁・１８行目
投資証券・投資法人債券又は外国投資証券＇施行令
２７条各号に掲げるものを除く（

投資証券・新投資口予約権証券若しくは投資法人債券
＇施行令２７条各号に掲げるものを除く（

２５頁・２０行目 有価証券信託受益権証券 有価証券信託受益証券

２５頁・２３行目 証券又は証書のうち社債券、優先出資証券、株券
証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証券若しくは
株券

２５頁・２４行目 性質を有するもので、
性質を有するもの又は外国投資証券＇法２条１項１１号（
＇施行令２７条２号に掲げるものを除く（で、

「インサイダー取引規制のすべて」の補正表

　平成２６年１月２４日公布された施行令の改正を伴う平成２６年政令第１５号、２月１４日公布された課徴金府令、取引府令
等の改正を伴う平成２６年内閣府令第７号、氏名公表府令を制定する平成２６年内閣府令第８号が平成２６年４月１日から施
行されています。平成２６年７月２日公布された平成２６年政令第２４６号、平成２６年内閣府令４９号が平成２６年１２月１日か
ら施行されています。平成２７年１月２８日公布された平成２７年政令第２３号が平成２７年５月１日から施行されています。平
成２７年９月２日公布された平成２７年内閣府令第５０号が平成２７年９月１６日から施行されています。補正表を作成しました
ので、掲示します。補正表には筆者に判明した誤記の訂正を含んでおります。
　なお、次の部分は上記の改正等により多くの補正がありましたので、別紙１～別紙７を作成して整理しましたので、末尾に添
付します。
２５頁１行目～２７頁４０行目＇別紙１（
２９頁２２行目～３１頁１８行目＇別紙２（
１７２頁１９行目～１８０頁末行＇別紙３（
２２５頁２２行目～２２９頁７行目＇別紙３－２（
２５８頁２８行目～２６１頁１行目＇別紙３－３（
２９４頁３行目～２９５頁２８行目＇別紙３－４（
３４６頁３０行目～３４９頁末行＇別紙４（
３６８頁１０行目～３６９頁３０行目＇別紙５（
３７４頁１６行目～３７５頁７行目＇別紙６（
３８０頁１行目～１６行目＇別紙７（
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２５頁・２７行目 証券又は証書のうち社債券、優先出資証券、株券
証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証券若しくは
株券

２５頁・２８行目 性質を有するもの＇〈３号〉に掲げるものを除く（
性質を有するもの＇〈３号〉に掲げるものを除く（又は外国
投資証券＇施行令２７条２号に掲げるものを除く（＇〈３号〉
に掲げるものを除く（

２５頁・３０行目 有価証券信託受益権証券 有価証券信託受益証券

２６頁・２行目
証券又は証書のうち社債券、優先出資証券、株券若
しくは新株予約権証券

証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証券若しくは
株券又は新株予約権証券

２６頁・４行目
＇〈３号〉〈４号〉に掲げるものを除く（又は外国投資証
券＇施行令２７条２号並びに〈１号〉〈２号〉に掲げるも
のを除く（

＇〈３号〉に掲げるもの及び〈４号〉に掲げる有価証券信託
受益証券の受託有価証券であるものを除く（又は外国
投資証券＇施行令２７条２号並びに〈３号〉に掲げるもの
及び〈４号〉に掲げる有価証券信託受益証券の受託有
価証券であるものを除く（

２６頁・２０行目 〈１号〉〈２号〉☆ 〈１号〉〈２号〉

２７頁・４行目 不動産その他の内閣府令で定める資産
取引府令２５条２項で定める不動産等資産＇投信法施行
規則１０５条１号ヘ（

２７頁・７行目
ロ　その資産のうちに占めるイに規定する内閣府令で
定める資産

ロ　その資産の総額のうちに占めるイに規定する不動産
等資産

２７頁・８行目 として内閣府令で定めるもの

として取引府令２５条３項で定めるもの＇最近営業期間
〔投信法１２９条２項〕の決算〔当該決算が公表されたも
のでない場合は最近営業年度の前の営業期間の決算〕
又は公表がされた情報〔最近営業期間がない場合又は
最近営業期間の決算が公表されたものでない場合で
あって最近営業期間の前営業期間のない場合に限る〕
において投資法人〔投信法２条１２項〕の資産の総額の
うちに占めるイに規定する不動産等資産の価額の合計
額の割合が５０％を超える投資法人（

２８頁・１２行目 施行令２９条の３第１項☆（ 施行令２９条の３第１項（

２９頁・２７行目
〈１号〉　上場投資法人等の資産運用会社を支配する
会社として政令で定めるもの※

〈１号〉　上場投資法人等の資産運用会社を支配する会
社として政令で定めるもの
　　すなわち施行令２９条の３第２項で定める、上場投資
法人等＇法１６３条１項（の資産運用会社の財務及び営
業又は事業の方針を決定する機関＇株主総会その他こ
れに準ずる機関をいう（を支配している会社として取引
府令５５条の７第１項で定めるものである。

２９頁・２９行目 施行令２９条の３第２項☆は、 取引府令５５条の７第１項は、

３０頁・２行目
、法２７条において準用する法２４条の４の７第３項に
おいて読み替えて準用する「法２４条の４の７第１項
若しくは第２項の規定による四半期報告書」

削除

３０頁・１０行目 発行者情報のうち、直近のものにおいて、」 発行者情報のうち」、直近のものにおいて

３０頁・１６行目 政令で定めるもの※[22] 政令で定めるもの[22]
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　すなわち、施行令２９条の３第３項で定める、上場投資
法人等の資産運用会社の利害関係人等＇投信法２０１
条１項（のうち、次の同項〔１号〕から〔４号〕のいずれか
に掲げる取引を行い、又は行った法人』として取引府令
５５条の７第２項で定めるものである。
〔１号〕　当該上場投資法人等との間で、不動産等＇不動
産、不動産の賃借権又は地上権（の取得又は譲渡の取
引
〔２号〕　当該上場投資法人等との間における不動産等
を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
〔３号〕　当該上場投資法人等との間における不動産の
貸借の取引
〔４号〕　当該上場投資法人等の特定資産である〔２号〕
に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間に
おける当該信託の信託財産である不動産の貸借の取
引
　ここで利害関係人等とは、資産運用会社の親法人等・
子法人等・特定個人株主・主要株主をいう＇投資信託・
投資法人施行令１２３条、１７条、投信法施行規則２４４
条の３（。

３０頁・１７行目
～３１頁１８行目

施行令２９条の３第３項☆は、・・・・・・＇中略（・・・・・・
親会社である場合も多い。

　取引府令５５条の７第３項は、『上場投資法人等が提
出した』法２７条において準用する法５条５項において読
み替えて準用する「法５条１項の規定による有価証券届
出書」、法２７条において準用する法２４条５項において
読み替えて準用する「法２４条１項の規定による有価証
券報告書」若しくは法２７条において準用する法２４条の
５第３項において読み替えて準用する「法２４条の５第１
項の規定による半期報告書」で法２７条において準用す
る「法２５条１項の規定により公衆の縦覧に供されたも
の」、「法２７条の３１第２項の規定により公表した同条１
項に規定する特定証券情報又は法２７条の３２第１項若
しくは第２項の規定により公表した同条第１項に規定す
る発行者情報のうち」、直近のものにおいて上場投資法
人等の『資産運用会社の利害関係人等＇投信法２０１条
１項（のうち、上記施行令２９条の３第３項〔１号〕から〔４
号〕のいずれかに掲げる取引＇取引府令５５条の８で定
める基準に該当するものに限る（を行い、又は行った法

人』として記載・記録された法人と定める[23]。
　なお、施行令２９条の３第３項〔１号〕から〔４号〕の取引
は、資産運用会社が上場投資法人等の委託を受けて行
う運用の対象となる特定資産＇投信法２条１項（の価値
に及ぼす影響が重大なものとして取引府令５５条の８に
定める基準に該当するものに限られる。
　施行令２９条の３第３項〔１号〕〔２号〕の取引に係る基
準を取引府令５５条の８第１項が定め、次の同項《１号》
の金額に対する《２号》の金額の割合が２０％以上であ
る。
《１号》　前営業期間の末日から過去３年間において上
場投資法人等が〔１号〕及び〔２号〕に掲げる取引の対価
として支払い、及び受領した金額の合計額
《２号》　前営業期間の末日から過去３年間において上
場投資法人等がその利害関係人等との間で〔１号〕及び
〔２号〕に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した
金額の合計額
　施行令２９条の３第３項〔３号〕〔４号〕の取引に係る基
準を取引府令５５条の８第２項が定め、次の同項《１号》
の金額に対する《２号》の金額の割合が２０％以上であ
る。
《１号》　前営業期間における上場投資法人等の営業収
益の合計額
《２号》　次のイ、ロのいずれか多い金額
イ　前営業期間の末日から過去３年間において上場投
資法人等及び信託の受託者がその利害関係人等から
〔３号〕及び〔４号〕に掲げる取引の対価として受領した金
額の合計額の１営業年度あたりの平均額
ロ　現営業期間の開始の日から３年間において上場投
資法人等及び信託の受託者がその利害関係人等から
〔３号〕及び〔４号〕に掲げる取引の対価として受領するこ
とが見込まれる金額の合計額の１営業期間あたりの平
均額

３２頁・２２行目 ［19］　法１６３条１項。 ［19］　取引府令１条２項１４号の２。法１６３条１項。

３２頁・２４行目 同様の規定ぶりとなっており、 同様であり、
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３２頁・３５行目

[23]　資産運用会社が上場投資法人等の委託を受け
て行う運用の対象となる特定資産＇投信法２条１項（
の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で
定める基準に該当するものに限る。

削除

３２頁・３８行目 [24] [23]

１１５頁・１１行目 取得価額 取得価額[7]

１１５頁・３４行目 ―
追加
[7]　売買による取得では売買の代金。売買のための費
用は含まない。

１２１頁・２３行目 災害又は業務 災害若しくは業務

１３５頁・１１行目
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は
企業担保権の実行の申立て」☆

破産手続開始の申立て等」＇破産手続開始、再生手続
開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
〔施行令１４条１項３号ハ〕（

１３５頁・２８行目 取引停止処分 取引停止処分＇施行令１４条１項３号ニ（

１４１頁・２０行目 該当する」とする。 該当する」とする＇取引府令５５条の３第１項９号参照（。

１４２頁・２１行目 ―

追加
〔１６〕　株式等売渡請求＇施行令２８条の２第１３号（
　特別支配株主が当該上場会社等に係る株式等売渡
請求を行うことについての決定をしたこと、または、その
決定が公表＇法１６６条４項（された後株式等売渡請求を
行わないことを決定したこと、が重要事実となる。
　株式等売渡請求は会社法１７９条１項に規定されたも
のであり、株式会社の総議決権の９０％を自己及び１０
０％子会社その他会社法施行規則３３条の４の特別支
配株主完全子法人が保有する特別支配株主が、他の
株主全員に対しその有する株式会社の株式の全部を特
別支配株主に売り渡すことの請求であり、少数株主の
排除＇スクイーズアウト（の手法として用いられる。特別
支配株主が法人であるときは、株式等売渡請求につい
ての「決定」はその業務執行を決定する機関＇法１６６条
２項１号と同意義（が行ったものであることを要する。
　軽微基準はない。

１５２頁・１６行目
㈡　証券取引法166条2項1号及び2号に掲げる事実
にあっては、

㈡　法166条2項1号及び2号に掲げる事実にあっては、

１７０頁・３行目 有価証券の発行会社
有価証券＇投資証券・投資法人債券・新投資口予約権
証券・外国投資証券〔法２条１項１１号〕及びそれらに係
るものを除く（の発行会社

１７２頁・２４行目
同号トは施行令で定めることになる。また、軽微基準
については、取引府令に新設される見込みである。

同号トは施行令２９条の２の２で規定された。また、軽微
基準については、取引府令５５条の２に規定された。

１７３頁・１０行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の２第１号（
　投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の
払込金額の総額が１億円＇外国通貨をもって表示される
投資証券の募集の場合は１億円に相当する額（未満で
あると見込まれること。
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１７３頁・１０行目 〔３〕　投資口の分割＇９号ハ（ 〔５〕　投資口の分割＇９号ホ（

１７３頁・１３行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の２第３号（
　投資口の分割により１口に対し増加する投資口の数
の割合が０．１未満であるもの。

１７３頁・１３行目 〔４〕　金銭の分配＇９号ニ（ 〔６〕　金銭の分配＇９号ヘ（

１７３頁・２０行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の２第４号（
　１口当りの金銭の分配の額を、前営業期間に係る１口
当りの金銭の分配の額で除して得た数値が、８０％超１
２０％未満であること。

１７３頁・２０行目 〔５〕　合併＇９号ホ（ 〔７〕　合併＇９号ト（

１７３頁・２５行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の２第５号（
　合併による投資法人の資産の増加額が投資法人の最
近営業期間の末日における純資産額の３０％未満であ
ると見込まれ、かつ、合併の予定日の属する営業期間

及び翌営業期間の各営業期間[1]においていずれも合併
による投資法人の営業収益〔投資法人計算規則４８条１
項１号〕の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営

業収益[2]の１０％未満であると見込まれること。

１７３頁・２５行目 〔６〕　解散＇９号ヘ（ 〔８〕　解散＇９号チ（

１７３頁・２８行目
〔７〕　最低純資産額の減少＇９号ト、施行令２９条の２
の２第１号（

〔９〕　最低純資産額の減少＇９号リ、施行令２９条の２の
２第１号（

１７３頁・３０行目 規定された※。 規定された。

１７３頁・３１行目 規定された☆。 規定された。

１７４頁・３行目 ＇同法６７条１項４号（ ＇同法６７条１項６号（

１７４頁・５行目 投資口の払戻請求、金銭の分配を制約する
投資口の払戻請求、金銭の分配による投資法人からの
財産の流出を制約する

１７４頁・７行目
〔８〕　金融商品取引所に対する投資証券の上場の廃
止に係る申請＇施行令２９条の２の２第２号（

〔１０〕　金融商品取引所に対する投資証券の上場の廃
止に係る申請＇施行令２９条の２の２第２号（

１７４頁・１２行目
〔９〕　認可金融商品取引業協会に対する投資証券の
登録の取消しに係る申請＇施行令２９条の２の２第３
号（

〔１１〕　認可金融商品取引業協会に対する投資証券の
登録の取消しに係る申請＇施行令２９条の２の２第３号（

追加
〔３〕　自己投資口の取得＇９号ハ（
　その資産を主として不動産等資産＇投信法施行規則１
０５条１号ヘ（に対する投資として運用する投資法人は、
投資主との合意により自己の投資口を有償で取得でき
る旨を規約で定めることができる＇投信法８０条１項１
号、同法施行令６９条の２、同法施行規則１２８条の２（。
　この投資法人では、投信法８０条の２第１項の規定に
より同項各号の事項を役員会の決議で＇同条３項（その
都度定め、自己の投資口を取得できる。また、取引所金
融商品市場における取引又は公開買付け＇法２７条の２
第６項（の方法＇市場取引等（により取得する場合は、役
員会で１年以内の範囲内の期間を定め自己の投資口を
取得できる＇投信法８０条の５第２項、８０条の２第１
項（。
　株式会社の自己株式の取得と同様に＇法１６６条２項１
号ニ（、決定事実として規定された。
〔４〕　新投資口予約権無償割当て＇９号ニ（
　投信法８８条の１３に規定する新投資口予約権無償割
当てである。本書４３４頁２〔２〕参照。
・軽微基準＇取引府令５５条の２第２号（
　新投資口予約権無償割当てにより割り当てる新投資
口予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が
１億円＇外国通貨をもって表示される新投資口予約権証
券に係る新投資口予約権を割り当てる場合は１億円に
相当する額（未満であると見込まれ、かつ、新投資口予
約権無償割当てにより一口に対し割り当てる新投資口
予約権の目的である投資口の数が０．１未満であるこ
と。

―１７３頁・１０行目
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１７４頁・１６行目
〔１０〕　認可金融商品取引業協会に対する取扱有価
証券としての指定の取消しに係る申請＇施行令２９条
の２の２第４号（

〔１２〕　認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証
券としての指定の取消しに係る申請＇施行令２９条の２
の２第４号（

１７４頁・２１行目
〔１１〕　破産手続開始又は再生手続開始の申立て
＇施行令２９条の２の２第５号（

〔１３〕　破産手続開始又は再生手続開始の申立て＇施
行令２９条の２の２第５号（

１７４頁・２４行目
〔１２〕　防戦買いの要請＇施行令２９条の２の２第６
号（

〔１４〕　防戦買いの要請＇施行令２９条の２の２第６号（

１７４頁・２６行目 ―

追加
[1]　当該投資法人の営業期間が６カ月である場合に
あっては、合併の予定日の属する営業期間の開始の日
から開始する特定営業期間＇連続する２営業期間（及び
翌特定営業期間、の各営業期間。
[2]　当該投資法人の営業期間が６カ月である場合に
あっては、最近の２営業期間の営業収益の合計額。

１７４頁・２８行目 軽微基準が取引府令に新設される見込みである※。 削除

１７５頁・３行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項１号（
　災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過
程で生じた損害の額が投資法人の最近営業期間の末
日における純資産額の３％未満であると見込まれるこ
と。

１７５頁・７行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項２号（
　投資法人債券＇法２条１項１１号（に係る上場の廃止又
は登録の取消しの原因となる事実＇投資口の上場廃止
の原因となる事実を除く（が生じたこと。

１７５頁・１６行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項３号（
イ　訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価
額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産
額の１５％未満であり、かつ、請求が訴えの提起後直ち
に訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、訴えの
提起された日の属する営業期間開始の日から３年以内

に開始する各営業期間[1]においていずれも敗訴による
投資法人の営業収益の減少額が、当該投資法人の最

近営業期間の営業収益[1]の１０％未満であると見込ま
れること。
ロ　訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟
の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと＇以
下、「判決等」という（にあっては、イに掲げる基準に該
当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる
基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判
によらずに完結した場合であって、判決等により投資法
人の給付する財産の額が当該投資法人の最近営業期
間の末日における純資産額の３％未満であると見込ま
れ、かつ、判決等の日の属する営業期間開始の日から

３年以内に開始する各営業期間[1]においていずれも判
決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該

投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％未満で
あると見込まれること。

１７５頁・１０行目 規定された※。 規定された。

１７５頁・１１行目 規定された☆。 規定された。

１７５頁・２１行目 その意義は同号に同じである。
その趣旨は同号に同じである。例えば、投資法人を債務
者とする建築差止め又は開発差止めの仮処分等がこれ
にあたる。
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１７５頁・２３行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項４号（
イ　仮処分の申立てがなされたことにあっては、仮処分
命令が申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした
場合、申立ての日の属する営業期間開始の日から３年

以内に開始する各営業期間[1]においていずれも仮処分
命令による投資法人の営業収益の減少額が当該投資

法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％未満である
と見込まれること。
ロ　仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又
は申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によら
ずに完結したこと＇以下、「裁判等」という（にあっては、
裁判等の日の属する営業期間開始の日から３年以内に

開始する各営業期間[1]においていずれも裁判等による
投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近

営業期間の営業収益[1]の１０％未満であると見込まれる
こと。

１７６頁・２行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項５号（
　法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営

業期間開始の日から３年以内に開始する各営業期間[1]

においていずれも処分による投資法人の営業収益の減

少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の
１０％未満であると見込まれること。

１７６頁・１２行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項６号（
　売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債
務の不履行のおそれのある額が投資法人の最近営業
期間の末日における純資産額の３％未満であると見込
まれること。

１７６頁・１５行目
営業期間が６カ月以下であるものとして内閣府令で
定める上場投資法人等＇施行令２９条の２の３第４号（
にあっては、内閣府令で定める取引先である。

営業期間が６カ月である上場投資法人等にあっては、
最近２営業期間における営業収益又は営業費用の合計
額が当該最近２営業期間における営業収益の総額又は

営業費用の総額の１０％以上である取引先[2]である＇取
引府令５５条の３第２項（。

１７６頁・１８行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項７号（
　主要取引先との取引の停止の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業期間[1]において
いずれも取引の停止による投資法人の営業収益の減少

額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１
０％未満であると見込まれること。

１７６頁・２０行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項８号（
　債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額
が投資法人の最近営業期間の末日における債務の総
額の１０％未満であること。

１７６頁・２２行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の３第１項９号（
　発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間

開始の日から３年以内に開始する各営業期間[1]におい

ていずれも資源による投資法人の営業収益の増加額[3]

が当該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％
未満であると見込まれること。

１７６頁・２５行目 ―

追加
[1]　取引府令５５条の３第１項３号、４号、５号、７号、９
号＇〔３〕〔４〕〔５〕〔９〕〔１１〕（に定める軽微基準について、
投資法人の営業期間が６カ月であるときは、「各営業期
間」とあるのは「各特定営業期間＇１の特定営業期間の
末日の翌日に開始するものに限る（」と、「最近営業期間
の営業収益」とあるのは「最近２営業期間の営業収益の
合計額」と読み替えて、適用する＇取引府令５５条の３第
３項（。
[2]　投資法人からの不動産の賃借人はこれにあたる。
[3]　ここでは資源「による」投資法人の営業収益の増加
額であり、取引府令５０条９号が資源「を利用する事業
による」会社の売上高の増加額であるのと異なる。
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１７７頁・５行目 法１６６条２項９号ニに規定される 法１６６条２項９号リに規定される

１７７頁・７行目 期間をいう。 期間をいう＇取引府令２５条３項（。

〔４〕　重要基準＇取引府令５５条の４（
㈠　営業収益
　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算におけ
る数値を、公表がされた直近の予想値＇当該予想値が
ない場合は、公表がされた前営業期間の実績値（で除し
て得た数値が、１１０％以上又は９０％以下であること。
㈡　経常利益
①　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算にお
ける数値を、公表がされた直近の予想値＇当該予想値
がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値（で
除して得た数値が、１３０％以上又は７０％以下＇公表が
された直近の予想値又は当該予想値がない場合におけ
る公表がされた前営業期間の実績値がゼロの場合はす
べてこの基準に該当することとする（であり、かつ、

１７７頁・１０行目
１１号については、取引府令で重要基準が定められ
る見込みである※。

②　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算にお
ける数値と公表がされた直近の予想値＇当該予想値が
ない場合は、公表がされた前営業期間の実績値（とのい
ずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを、前

営業期間の末日における純資産額[2]で除して得た数値
が、５％以上であること。
㈢　純利益
①　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算にお
ける数値を、公表がされた直近の予想値＇当該予想値
がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値（で
除して得た数値が、１３０％以上又は７０％以下＇公表が
された直近の予想値又は当該予想値がない場合におけ
る公表がされた前営業期間の実績値がゼロの場合はす
べてこの基準に該当することとする（であり、かつ、

②　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算にお
ける数値と公表がされた直近の予想値＇当該予想値が
ない場合は、公表がされた前営業期間の実績値（とのい
ずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを、前

営業期間の末日における純資産額[2]で除して得た数値
が、２．５％以上であること。
㈣　金銭の分配
　新たに算出した予想値又は当営業期間の決算におけ
る数値を、公表がされた直近の予想値＇当該予想値が
ない場合は、公表がされた前営業期間に係る金銭の分
配の実績値（で除して得た数値が１２０％以上又は８
０％以下＇公表がされた直近の予想値又は当該予想値
がない場合における公表がされた前営業期間の実績値
がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする（
であること。

１７７頁・１２行目 ―

追加
[2]　上場会社等の重要基準では、純資産額「と資本金
の額とのいずれか少なくない金額」である＇取引府令５１
条２号、３号（。

１７７頁・２１行目 中止は、資産運用に 中止は、上場投資法人等の資産運用に

１７７頁・２２行目 施行令で定めることになる※。 施行令２９条の２の４に規定された。

１７７頁・２２行目 取引府令に新設される見込みである※。 取引府令５５条の５に規定された。
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１７８頁・７行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項１号（
イ　投資法人から委託を受けて行う資産の運用であっ
て、投資法人による特定資産＇投信法２条１項（の取得
が行われることとなるもの
　特定資産の取得価額が投資法人の最近営業期間の
末日における固定資産の帳簿価額の１０％未満である
と見込まれること。
ロ　投資法人から委託を受けて行う資産の運用であっ
て、投資法人による特定資産の譲渡が行われることとな
るもの
　特定資産の譲渡価額が投資法人の最近営業期間の
末日における固定資産の帳簿価額の１０％未満である
と見込まれること。
ハ　投資法人から委託を受けて行う資産の運用であっ
て、投資法人による特定資産の貸借が行われることとな
るもの
　特定資産の貸借が行われることとなる予定日の属す
る投資法人の営業期間の開始の日から３年以内に開始

する投資法人の各営業期間[1]においていずれも貸借が
行われることとなる投資法人の営業収益の増加額が当

該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％未満
であると見込まれること。

１７８頁・１２行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項２号（
　資産運用会社が株式交換完全親会社となる場合で、
資産運用会社の主要株主の異動が見込まれる場合で

ないこと[2]。

１７８頁・１４行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項３号（
　資産運用会社が吸収合併存続会社＇会社法７４９条１
項（となる場合で、資産運用会社の主要株主の異動が

見込まれる場合でないこと[2]。

１７８頁・１９行目 規定された☆。 規定された。

１７８頁・２２行目 会社分割[1] 会社分割[3]

１７８頁・２３行目 ―

追加

・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項４号（[4]

イ　会社の分割により事業の全部又は一部を承継させ
る場合
　投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業
務の承継が行われると見込まれる場合でないこと。
ロ　会社の分割により事業の全部又は一部を承継する
場合
　主要株主の異動が見込まれる場合でないこと。

１７８頁・２３行目 事業譲渡[2] 事業譲渡[5]

１７８頁・２４行目 ―

追加

・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項５号（[4]

イ　事業の全部又は一部を譲渡する場合
　投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業
務の承継が行われると見込まれる場合でないこと。
ロ　事業の全部又は一部を譲り受ける場合
　主要株主の異動が見込まれる場合でないこと。

１７８頁・２４行目 〈３号〉　上場投資法人等 〈３号〉　当該上場投資法人等

１７８頁・２５行目 廃止[3] 廃止[6]

１７８頁・２６行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項６号（
　資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の
属する投資法人の営業期間開始の日から３年以内に開

始する投資法人の各営業期間[1]において、いずれも当
該休止又は廃止による投資法人の営業収益の減少額

が当該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％
未満であると見込まれること。

１７８頁・２６行目 資産の運用の その

１７８頁・２７行目 なるもの[3] なるもの[7]
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１７８頁・２８行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項７号（
　投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、
その全部又は一部の休止又は廃止されることとなる予
定日の属する投資法人の営業期間開始の日から３年以

内に開始する投資法人の各営業期間[1]において、いず
れも当該休止又は廃止されることになることによる投資
法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業

期間の営業収益[1]の１０％未満であると見込まれるこ
と。

１７８頁・２８行目 申立て[4] 申立て[8]

１７８頁・末行 なるもの[5] なるもの[9]

１７８頁・末行の下へ ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の５第１項８号（
　投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、
新たに開始されることとなる予定日の属する投資法人の
営業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の

各営業期間[1]においていずれも資産の運用が新たに開
始されることによる投資法人の営業収益の増加額が当

該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％未満
であると見込まれ、かつ、資産の運用が新たに開始され
ることとなるために当該投資法人が特別に支出する額
[10]の合計額が当該投資法人の最近営業期間の末日に
おける固定資産の帳簿価額の１０％未満であると見込
まれること。

１７９頁・１行目 ―

追加
[1]　取引府令５５条の５第１項１号、６号、７号、８号
＇〔１〕及び〔７〕㈡〈３号〉〈４号〉〈６号〉（に定める軽微基準
について、投資法人の営業期間が６カ月であるときは、
「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間＇１の特定営
業期間の末日の翌日に開始するものに限る（」と、「最近
営業期間の営業収益」とあるのは「最近２営業期間の営
業収益の合計額」と読み替えて、適用する＇取引府令５
５条の５第２項（。

１７９頁・１行目 ―
追加
[2]　資産運用会社への資本的影響力の変更が見込ま
れない場合を軽微基準該当とする。

１７９頁・１行目 [1]　政令案では、法 [3]　法

１７９頁・２行目 ―

追加
[4]　イは資産運用会社の変更が実質的にない場合、ロ
は資産運用会社への資本的影響力の変更がない場合
である。

１７９頁・２行目
[2]　政令案では、法１６６条２項５号ホの「事業の全部
又は一部の譲渡」と用語が異なっている。

[5]　法１６６条２項５号ホの「事業の全部又は一部の譲
渡又は譲受け」と用語が異なっている。

１７９頁・４行目
[3]　法１６６条２項１２号ロと同様の投資者の投資判
断への影響があると考えられる。

[6]　法１６６条２項１２号ロと同様に投資法人の資産の
運用の継続を困難にする点で、投資者の投資判断への
影響があると考えられる。複数の上場投資法人等から
の委託を受けて資産の運用を行う資産運用会社が当該
上場投資法人等ではない他の上場投資法人等の資産
の運用を休止、廃止することは本号に該当しない。

１７９頁・５行目 ―

追加
[7]　投資法人の資産の運用としての賃貸建物の建替
え、そのための賃借人への退去要請は、投資法人の営
業収益の減少をもたらすもので、これにあたる。

１７９頁・５行目 [4] [8]

１７９頁・６行目
[5]　法１６６条２項１２号ロと同様の投資者の投資判
断への影響があると考えられる。

[9]　法１６６条２項１２号ロと同様の投資者の投資判断
への影響があると考えられる。オフィスのみを対象として
いた投資法人について、マンションも対象資産として実
際に取得することを決定した場合は、投資法人の営業
収益の増加をもたらすもので、これにあたる。
[10]　不動産の取得価額のほか、取得のための必要費
用、増改築費用を含む。
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１７９頁・１０行目
なお、同号ニは政令で定めることになる※。軽微基準
については、取引府令で新設される見込みである
※。

削除

１７９頁・２４行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の６第１項１号（
　法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営
業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の各

営業期間[1]においていずれも処分による投資法人の営
業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営

業収益[1]の１０％未満であると見込まれること。

１８０頁・１行目 ＇１３号ニ（※ ＇１３号ニ（

１８０頁・４行目 規定された☆。 規定された。

１８０頁・１１行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の６第１項２号（
イ　訴えが提起されたことにあっては、請求が訴えの提
起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場
合、訴えの提起された日の属する投資法人の営業期間
開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期

間[1]においていずれも敗訴による投資法人の営業収益
の減少額が、当該投資法人の最近営業期間の営業収

益[1]の１０％未満であると見込まれること。
ロ　訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟
の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと＇以
下、「判決等」という（にあっては、イに掲げる基準に該
当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる
基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判
によらずに完結した場合であって、判決等の日の属する
投資法人の営業期間開始の日から３年以内に開始する

投資法人の各営業期間[1]においていずれも判決等によ
る投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最

近営業期間の営業収益[1]の１０％未満であると見込ま
れること。

１８０頁・１５行目 ―

追加
・軽微基準＇取引府令５５条の６第１項３号（
イ　仮処分の申立てがなされたことにあっては、仮処分
命令が申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした
場合、申立ての日の属する投資法人の営業期間開始の

日から３年以内に開始する投資法人の各営業期間[1]に
おいていずれも仮処分命令による投資法人の営業収益
の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益
[1]の１０％未満であると見込まれること。
ロ　仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又
は申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によら
ずに完結したこと＇以下、「裁判等」という（にあっては、
裁判等の日の属する投資法人の営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する投資法人の各営業期間[1]におい
ていずれも裁判等による投資法人の営業収益の減少額

が当該投資法人の最近営業期間の営業収益[1]の１０％
未満であると見込まれること。

１８０頁・１５行目 資産運用会社＇投信法２条１９項（ 資産運用会社＇投信法２条２１項（

１８０頁・１９行目 申立て等 申立て等[2]
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１８０頁・２０行目 ―

追加
〈６号〉特別支配株主＇施行令２８条の２第１３号、会社法
１７９条１項（が当該上場会社等の資産運用会社に係る
株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと、
または、その決定が公表＇施行令２８条の２第１３号、法
１６６条４項（された後株式等売渡請求を行わないことを
決定したことが、重要事実となる。
　特別支配株主が法人であるときは、株式等売渡請求
についての「決定」は、その業務執行を決定する機関が
行ったものであることを要する＇施行令２８条の２第１３
号（。

[1]　取引府令５５条の６第１項各号＇〔１〕及び〔４〕㈡〈１
号〉〈２号〉（に定める軽微基準について、投資法人の営
業期間が６カ月であるときは、「各営業期間」とあるのは
「各特定営業期間＇１の特定営業期間の末日の翌日に
開始するものに限る（」と、「最近営業期間の営業収益」
とあるのは「最近２営業期間の営業収益の合計額」と読
み替えて、適用する＇取引府令５５条の６第２項（。
[2]　特定関係法人は、資産運用会社に対し、資本関
係、取引関係を通じて影響を有する。

１８６頁・３１行目 同項９号ニ 同項９号ヘ

１８７頁・２０行目 ことである※☆。 ことである。

１８７頁・２２行目 上場会社等[1]若しくは当該上場会社等の子会社若し
くは当該上場投資法人等の資産運用会社

上場会社等[1]、当該上場会社等の子会社若しくは当該
上会社等の資産運用会社

１８８頁・７行目 各金融商品取引所［5］ 各金融商品取引所

１８８頁・８行目 当該上場投資法人等の 当該上場会社等の

１８８頁・９行目 当該金融商品取引所［5］ 当該金融商品取引所

１８８頁・１６行目 各金融商品取引所 各金融商品取引所［5］

１８８頁・１７行目 当該上場投資法人等の 当該上場会社等の

２００頁・２４行目 有価証券である※☆。 有価証券である。

２００頁・２５行目 投資証券又は 投資証券、新投資口予約権証券又は

２０１頁・７行目 当該有価証券 これらの有価証券

２０１頁・３１行目 掲げるものである※☆。 掲げるものである。

２０２頁・３行目 外国投資信託＇同法２条２２項（ 外国投資信託＇同法２条２４項（

２０２頁・６行目 ＇同条１８項（又は外国投資証券
＇同条１９項（、新投資口予約権証券＇同条１７項（又は
外国投資証券

２１０頁・３７行目 ―
追加
　平成２０年１１月１８日金融庁・証券取引等監視委員会
「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」問３参照。

２１９頁・１１行目

３　新株予約権の行使＇法１６６条６項２号（
　新株予約権を有する者がその新株予約権の行使に
より株券を取得する場合は、法１６６条１項、３項は適

用されない[1]。

３　新株予約権等の行使＇法１６６条６項２号（
　新株予約権等、つまり新株予約権＇会社法２条２１号（
及び新投資口予約権＇投信法２条１７項（を有する者が
その新株予約権等の行使により株券＇会社法２１４条（
又は投資証券＇投信法２条１５号（を取得する場合は、法

１６６条１項、３項は適用されない[1]。本書４３５頁４〔１〕
参照。

２２５頁・２５行目 株券の発行者 株券[6]又は投資証券等の発行者

２２５頁・３５行目 ＇施行令３１条（※☆。 ＇施行令３１条（。

２２６頁・１行目 株券[6]又は投資証券等の発行者である会社の発行
する株券等である。

株券[6]又は投資証券等の、発行者である会社の発行す
る「株券等」である。

２２６頁・２行目 「株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券」[6]及
び「投資証券等」＇施行令１条の４第１号（

「株券[7]、新株予約権証券[8]、新株予約権付社債券[9]」、

「投資証券等[10]＇施行令１条の４第１号（」

２２６頁・５行目 取引府令５７条２項 取引府令５７条６項

２２６頁・７行目 又は新株予約権付社債券[7]を
、新株予約権付社債券[11]、投資証券等[12]又は新投資

口予約権証券等[12-2]を
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２２６頁・１０行目 又は新株予約権付社債券[7]
、新株予約権付社債券[11]、投資証券等[12]又は新投資

口予約権証券等[12-2]

２２６頁・２７行目

議決権の数の合計＇投資証券等については投資口に

係る議決権の数の合計（[8]÷株券等の発行者の総株

主等の議決権[9]、である。

議決権の数[13]の合計÷株券等の発行者の総株主等の

議決権[14]、である。

２２７頁・１行目 市場外の相対取引でもよい。
市場外の相対取引でもよい。株式等売渡請求＇会社法１
７９条（による買集めは除かれる。

２２７頁・２行目 含まれない[10] 含まれない[15]

２２７頁・３行目 含まれない[11] 含まれない[16]

２２７頁・２５行目 すぎない[12] すぎない[17]

２２７頁・２７行目
[7]　「株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債
券」は、いずれも外国の者

[7]　外国の者

２２７頁・２８行目 これらの有価証券の性質 株券の性質

２２７頁・２９行目 〈１号〉から〈３号〉に 〈１号〉〈２号〉に

２２７頁・３２行目
〈２号〉　新株予約権証券又は新株予約権付社債券
のうち〈１号〉に掲げる株式のみを取得する権利を付
与されているもの

削除

２２８頁・２行目 〈３号〉 〈２号〉

２２８頁・４行目 ―

追加
[8]　外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権
証券の性質を含む。
また、次の取引府令５７条２項〈１号〉〈２号〉に掲げるも
のを除く。
〈１号〉　新株予約権証券のうち、注[7]〔１号〕に掲げる株
式のみを取得する権利を付与されているもの
〈２号〉　外国の者の発行する証券又は証書で〈１号〉に
掲げる有価証券の性質を有するもの
[9]　外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権
付社債の性質を有するものを含む。
また、次の取引府令５７条３項〈１号〉〈２号〉に掲げるも
のを除く。
〈１号〉　新株予約権付社債券のうち注[7]〈１号〉に掲げ
る株式のみを取得する権利を付与されているもの
〈２号〉　外国の者の発行する証券又は証書で〈１号〉に
掲げる有価証券の性質を有するもの
[10]　外国投資証券＇取引府令１条２項４号（で投資証券
に類する証券のうち投資主総会において決議すること
のできる事項の全部につき議決権を行使できない投資
口に係るものを除く＇取引府令５７条４項（。
[10-2]　外国投資証券で新投資口予約権証券に類する
証券のうち、投資主総会において決議することができる
事項の全部につき議決権を行使できない投資口のみを
取得する権利を付与されているものを除く＇取引府令５７
条５項、４項（。
[11]　外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有
価証券の性質を含むものとし、注[7][8][9]の各〈１号〉〈２
号〉に掲げるものを除く。
[12]　取引府令５７条４項＇注[10-2]（に規定するものを
除く。
[12-2]　新投資口予約権証券及び外国投資証券で新投
資口予約権証券に類する証券をいい、取引府令５７条４
項＇注[10]（に規定するものを除く。

２２８頁・４行目 [8] [13]

２２８頁・６行目
の数を、その他のものについては取引府令５７条３項
〔１号〕から

の数を、投資証券等については投資口に係る議決権
＇同法２２８条１項において準用する同法１４７条１項又
は１４８条１項の規定により発行者に対抗することのでき
ない投資口に係る議決権を含む（の数を、その他のもの
については取引府令５７条７項〔１号〕から

２２８頁・８行目 株式に 株式又は投資口に係る議決権の数に
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２２８頁・１７行目 ―

追加
〔３号の２〕　新投資口予約権証券については、新投資
口予約権の目的である投資口に係る議決権の数とする
方法
〔３号の３〕　外国投資証券で新投資口予約権証券に類
する証券については、投資法人の発行する新投資口予
約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数と
する方法

２２８頁・１７行目
〔４号〕　株券等信託受益証券＇取引府令５７条２項１
号（については、次のイロハニホに

〔４号〕　株券等信託受益証券＇取引府令５７条６項１号（
については、次のイからリに

２２８頁・１８行目 それぞれイロハニホに それぞれイからリに

２２８頁・３２行目 ―

追加
ヘ　投資証券・・・・・・当該株券等信託受益証券に表示さ
れる受益権の内容である投資口に係る議決権の数
ト　新投資口予約権証券・・・・・・当該株券等信託受益証
券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証
券の新投資口予約権の目的である投資口に係る議決
権の数
チ　外国投資証券で投資証券に類する証券・・・・・・当該
株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である
投資口に係る議決権の数
リ　外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証
券・・・・・・投資法人の発行する新投資口予約権証券に
準じて換算した投資口に係る議決権の数

２２８頁・３２行目
〔5号〕　株券等預託証券＇取引府令５７条２項２号（に
ついては、次のイロハニホに

〔5号〕　株券等預託証券＇取引府令５７条６項２号（につ
いては、次のイからリに

２２８頁・３４行目 それぞれイロハニホに 、それぞれイからリに

２２９頁・３行目 投資証券等でも同様である※☆。

ヘ　投資証券・・・・・・当該株券等預託証券に表示される
権利の内容である投資口に係る議決権の数
ト　新投資口予約権証券・・・・・・当該株券等預託証券に
表示される権利の内容である新投資口予約権証券の新
投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数
チ　外国投資証券で投資証券に類する証券・・・・・・当該
株券等預託証券に表示される権利の内容である投資口
に係る議決権の数
リ　外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証
券・・・・・・投資法人の発行する新投資口予約権証券に
準じて換算した投資口に係る議決権の数

２２９頁・４行目 [9] [14]

２２９頁・５行目 [10] [15]

２２９頁・６行目 [11] [16]

２２９頁・７行目 [12] [17]

２２９頁・１０行目 施行令３１条の２☆ 施行令３１条の２

２３０頁・１７行目 ―

追加
　金融商品取引法等ガイドライン１６６－１、１６６－２及
び平成２０年１１月１８日金融庁・証券取引等監視委員
会「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」問４参照。
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追加
〔４〕　上記〔１〕から〔３〕は株式会社についての説明であ
るが、本書４３５頁４〔２〕のとおり投資法人の自己投資口
の取得も適用除外となる。
　法１６６条２項９号ハにより、①投信法８０条の２第１
項、３項の役員会による自己の投資口の取得、②投信
法８０条の５第２項により読み替えて適用される同法８０
条の２第１項による１年以内の期間を定めた役員会の
決議に基づく市場取引等による自己の投資口の取得に
ついての上場投資法人等の業務執行決定機関の決定
は重要事実となる。

２３２頁・１４行目 ― 　法１６６条６項４号の２により、　①②の役員会の決議
又は③これらに相当する外国の法令の規定による自己
の投資口の取得についての役員会の決議又はこれに
相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等＇株
主総会決議等（について、公表がされた後、当該株主総
会決議等に基づき自己の投資口に係るⅰ（投資証券等
＇投資証券及び外国投資証券で投資証券に類似する証
券〔施行令１条の４第１号〕（、ⅱ（投資証券等に係る権
利を表示する法２条１項２０号に掲げる有価証券＇預託
証券（、ⅲ（投資証券等を受託有価証券とする有価証券
信託受益証券＇施行令３２条４号から６号（又はⅰ（から

ⅲ（の売買に係るオプション[6]の買付け等をする場合

は、適用が除外される[7]。
　当該自己投資口の取得についての重要事実以外に、
他の重要事実が存する場合は、その公表がなされるま
での間は、本号の適用除外はない。ただし、その他の重
要事実が当該自己の投資口の取得以外の投信法８０条
の２第１項又は外国の法令の規定による自己の投資口
の取得である場合は、本号の適用除外に基づいて、自
己の投資口に係るⅰ（からⅲ（の売買に係るオプション
の買付けをする場合は適用除外となる。

２３４頁・３行目
〈１号〉　社債券＇相互会社の社債券及び投資法人債
券＇法２条１項１１号（を含み、新株予約権付社債券を
除く。以下〈５号〉まで同じ（

〈１号〉　社債券等
社債券＇相互会社の社債券を含み、新株予約権付社債
券を除く。以下〈４号〉まで同じ（又は外国の者の発行す
る証券又は証書で社債券の性質を有するもの
〈１号の２〉　投資法人債券等
投資法人債券＇法２条１項１１号（又は外国投資証券＇同
号（で投資法人債券に類する証券

２３４頁・６行目 社債券のみに 社債券等又は投資法人債券等のみに

２３４頁・９行目 社債券のみに 社債券等又は投資法人債券等のみに

２３４頁・１２行目
〈４号〉　施行令２７条の４第２号に掲げる有価証券[２]

のうち投信法に規定する投資法人債券及び外国投資
証券で投資法人債券に類する証券

削除

２３４頁・１４行目 〈５号〉 〈４号〉

２３４頁・１５行目 社債券 社債券等又は投資法人債券等

２３４頁・１５行目 受益有価証券 受託有価証券

２３４頁・２９行目
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は
企業担保権の実行の申立て又は通告

破産手続開始の申立て等

２３４頁・３０行目
同条６号の手形若しくは小切手の不渡り＇支払資金の
不足事由とするものに限る（又は手形交換所による
取引停止処分、の

同６号の不渡り等、上場投資法人等における法１６６条
２項９号ヘの解散、施行令２９条の２の２第５号の破産手
続開始又は再生手続開始の申立て、施行令２９条の２
の３第４号の債権者その他当該上場投資法人等以外の
者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て、同
条５号の不渡り等、に係る

２４２頁・１行目

㈢　平成２５年改正法の施行に伴い、取引府令５９条
１項１号から３号、１０号から１３号、６３条１項１号から
３号、１０号から１３号などのいわゆる「知る前契約」
「知る前計画」につき、包括的な適用除外の規定を設
ける改正が見込まれる※。

削除

２４６頁・９行目 株券の買付け 株券又は投資証券の買付け

２４８頁・１２行目 株券に対する投資 株券又は投資証券に対する投資

２４８頁・１４行目 株券の買付け 株券又は投資証券の買付け
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２４８頁・２９行目 上場会社等の関係会社
上場会社等＇上場投資法人等〔取引府令１条２項１４号
の２、法１６３条１項〕を除く（の関係会社

２４９頁・１６行目 上場会社等の関係会社 上場会社等＇上場投資法人等を除く（の関係会社

２４９頁・２８行目 上場会社等の取引先関係者 上場会社等＇上場投資法人等を除く（の取引先関係者

２５０頁・６行目 ―

追加
〔１０〕　上場投資法人等＇取引府令１条２項１４号の２、
法１６３条１項（の資産運用会社・特定関係法人の役員
持投資口会・従業員持投資口会〔証券会社方式〕＇取引
府令５９条１項８号の２（
　上場投資法人等の資産運用会社又はその特定関係
法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該
特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該
上場投資法人等の投資証券の買付けを金融商品取引
業者に委託等して行う場合であって、当該買付けが一
定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的
に行われる場合＇各役員又は従業員の一回当たりの拠
出金額が１００万円に満たない場合に限る（

２５０頁・６行目 〔１０〕 〔１１〕

２５０頁・７行目 株券＇優先出資証券を含む（の買付け 株券＇優先出資証券を含む（又は投資証券の買付け

２５０頁・１８行目 〔１１〕 〔１２〕

２５１頁・７行目 〔１２〕 〔１３〕

２５１頁・１６行目 〔１３〕 〔１４〕

２５２頁・９行目 〔１４〕　ライツオファリング 〔１５〕　ライツオファリング＇取引府令５９条１項１３号（

２５２頁・１１行目 新株予約権無償割当て[1]
新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当

て[1]

２５２頁・２１行目
未行使分の新株予約権を取得条項により取得し、取
得した新株予約権を

未行使分の新株予約権又は新投資口予約権を取得条
項により取得し、取得した新株予約権又は新投資口予
約権を

２５２頁・２３行目

[1]　新株予約権の内容として発行者が一定の事由が
生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株
予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限
る。

[1]　新株予約権又は新投資口予約権の内容として発行
者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予
約権に係る新株予約権証券又は新投資口予約権に係
る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設ける
ものに限る。

２５２頁・２６行目 新株予約権証券の売付け 新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付け
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追加
〔１６〕　知る前契約・知る前計画＇取引府令５９条１項１４
号（
　次のイ、ロ、ハの要件のすべてに該当する場合、適用
除外される。
イ　業務等に関する重要事実を知る前に締結された特
定有価証券等に係る売買等に関する書面による契約の
履行又は業務等に関する重要事実を知る前に決定され
た特定有価証券等に係る売買等に関する書面による計
画の実行として売買等を行うこと
ロ　業務等に関する重要事実を知る前に、次の⑴⑵⑶
に掲げるいずれかの措置が講じられたこと
　⑴　当該契約又は計画の写しが、金融商品取引業者
　に対して提出され、当該提出の日付について当該金
　融商品取引業者による確認を受けたこと
　⑵　当該契約又は計画に確定日付が付されたこと
　⑶　当該契約又は計画が、法１６６条４項に定める公
　表の措置に準じ公衆縦覧に供されたこと

２５２頁・末行 ―

ハ　当該契約の履行又は当該計画の実行として行う売
買等につき、『売買等の別、銘柄及び期日並びに当該

期日における売買等の総額又は数[1]』が、当該契約若し
くは計画において特定されていること、又は当該契約若
しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地が
ない方式により決定されること
　本号は、インサイダー取引規制上問題のない取引の
円滑を確保する観点から、「知る前契約」「知る前計画」
に基づく売買等につき包括的な適用除外を定めたもの

である[2]。

　契約・計画は書面でなければならないが、稟議許可書
などの社内書類でもよい。計画を決定する主体が個人
のものも含まれる。計画を決定する主体が法人の場合、
必ずしもその業務執行を決定する機関＇法１６６条２項１
号（の決定までを要しない。

　ロは、契約・計画が重要事実を知る前のものであるこ
とを確保する＇事後的なねつ造の防止（趣旨である。
⑴の金融商品取引業者は、有価証券関連業＇法２８条８
項（に該当する第一種金融商品取引業を行う者に限り、
第一種少額電子取扱業務のみを行うものは除かれる
＇⑵でも同じ（。また、ねつ造防止の趣旨から契約を締結
した相手方である金融商品取引業者、計画を共同して
決定した金融商品取引業者による確認は、⑴にあたら
ない。相手方である又は共同決定した金融商品取引業
者以外の金融商品取引業者の確認は⑴にあたる。確認
した金融商品取引業者と売買等を受託する金融商品取
引業者は同一であることを要しない。契約・計画の提出
を受けた金融商品取引業者が、売買等の注文を受ける
金融商品取引業者と異なる場合も、⑴の要件を充たす。
⑵の措置の場合は、金融商品取引業者が当該契約を
締結した者又は当該計画を決定した者である場合に限
定される。金融商品取引業者が関与した契約・計画に
限定することにより、複数の契約・計画をあらかじめ作
成して確定日付を取得するなどの脱法的な利用を防止
する趣旨である。
⑶の措置は公衆縦覧に供されることを要するので、施行
令３１条１項１号の２以上の報道機関への公開の措置を
含まない。報道機関への公開は必ずしも報道されるとは
限らないからである。
　ハは期日であって、期間や期限ではない。期日は複数

であってもよく、数年先でもよい[3]。

[1]　デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事
項。
[2]　平成２０年１１月１８日金融庁・証券取引等監視委
員会「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」問５参照。
[3]　船越涼介「取引府令および金商法等ガイドライン一
部改正の解説」商事法務２０７９号３１頁。

２５７頁・２４行目 〈３号〉投資証券等
〈３号〉投資証券等及び新投資口予約権証券等＇施行令
１条の４第２号（

２５８頁・３１行目 「買集め行為」である※☆。 「買集め行為」である。

２５８頁・３４行目 株券の発行者 株券[1]又は投資証券等の発行者
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２５９頁・６行目

「株券等」である。すなわち、「株券、新株予約権証

券、新株予約権付社債券」[1]及び「投資証券等」＇施

行令１条の４第１号（[2]

「株券等」である[2]。「株券等」とは、「株券[3]、新株予約

権証券[4]、新株予約権付社債券[5]」、「投資証券等[6]＇施

行令１条の４第１号（」「新投資口予約権証券等」[6-2]

２５９頁・８行目
『内閣府令で定める有価証券』は、取引府令５７条２

項１号、２号に掲げる有価証券である[3][4]。

『内閣府令で定める有価証券』は、取引府令５７条６項で
定める次の〈１号〉〈２号〉に掲げる有価証券である。
〈１号〉株券等信託受益証券
有価証券信託受益証券で、株券、新株予約権証券、新
株予約権付社債券＇外国の者の発行する証券又は証書
で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものと
し、注[3][4][5]の各〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く（又
は投資証券等＇投資証券及び外国投資証券で投資証券
に類する証券をいい、注[6]の外国投資証券を除く（を受
託有価証券とするもの
〈２号〉株券等預託証券
預託証券＇法２条１項２０号に掲げる有価証券（で、株
券、新株予約権証券、新株予約権付社債券＇外国の者
の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質
を有するものを含むものとし、注[3][4][5]の各〔１号〕〔２
号〕に掲げるものを除く（又は投資証券等＇投資証券及
び外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、注[6]
の外国投資証券を除く（に係る権利を表示するもの

２５９頁・９行目 である[3][4]。 である。

２５９頁・１９行目 [5] [8]

２５９頁・２０行目 [6] [9]

２５９頁・２３行目 市場外の相対取り引きでもよい。
市場外の相対取り引きでもよい。株式等売渡請求＇会社
法１７９条（による買集めは除かれる。

２５９頁・２４行目 [7] [10]

２５９頁・２５行目 [8] [11]

２６０頁・１６行目
[2]　取引府令５７条１項〈１号〉から〈３号〉に掲げるも
のが除かれる＇第２編第４章６〔２〕㈢注[7]参照（※。

削除

２６０頁・１８行目 ―

追加
[3]　外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質
を有するものを含む。次の取引府令５７条１項〔１号〕〔２
号〕に掲げるものを除く。
〔１号〕　株主総会において決議することができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式に係る
株券
〔２号〕　外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に
掲げる有価証券の性質を有するもの＇第２編第４章６
〔２〕㈢注[7]参照（。
[4]　外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権
証券の性質を含む。次の取引府令５７条２項〔１号〕〔２
号〕に掲げるものを除く。
〔１号〕　新株予約権証券のうち、注[3]〔１号〕に掲げる株
券のみを取得する権利を付与されているもの
〔２号〕　外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に
掲げる有価証券の性質を有するもの
[5]　外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権
付社債の性質を有するものを含む。次の取引府令５７条
３項〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く。
〔１号〕　新株予約権付社債券のうち注[3]〔１号〕に掲げ
る株式のみを取得する権利を付与されているもの
〔２号〕　外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に
掲げる有価証券の性質を有するもの
[6]　外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資
株主総会において決議することのできる事項の全部に
つき議決権を行使できない投資口に係るものを除く＇取
引府令５７条４項（。
[6-2]　外国投資証券で新投資口予約権証券に類するも
ののうち[6]の取引府令５７条４項に規定する投資口の
みを取得する権利を付与されているもの＇同条５項（を除
く。

２６０頁・１８行目 ［3］　第２編第４章６〔２〕㈢⒝①参照。 削除
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２６０頁・１９行目 [4] [2]

２６０頁・２６行目 [5] [7]

２６０頁・３１行目 [6] [8]

２６０頁・３３行目 [7] [9]

２６０頁・３４行目 [8] [10]

２６０頁・３５行目 [9] [11]

２６１頁・１行目 [10] [12]

２６７頁・末行 発行者である会社 発行者

２７３頁・１３行目 ことである※☆。 ことである。

２７４頁・１９行目 発行者である会社の発行する 発行者の発行する

２７４頁・２８行目 上場等株券等 上場等株券等[4]

２７５頁・１１行目 要請し、その要請に基づいて
要請し、当該発行者又は当該親会社が、その要請に基
づいて

２７７頁・１９行目 〈１号〉から〈４号〉に掲げられたものである※☆。 〈１号〉から〈５号〉に掲げられたものである。

２７７頁・２２行目 〈２号〉投資証券 〈２号〉投資証券及び新投資口予約権証券

２７７頁・２４行目 外国投資証券のうち投資証券に
外国投資証券＇投信法２２０条（のうち投資証券若しくは
新投資口予約権証券に

２７７頁・２７行目
〈１号〉に掲げる有価証券の性質を有するもの又は外
国投資証券のうち投資証券に類する

〈１号〉に掲げる有価証券の性質を有するもの＇〈３号〉に
掲げるものを除く（又は外国投資証券のうち投資証券若
しくは新投資口予約権証券に類する

２７７頁・２９行目 当該有価証券 これらの有価証券

２７８頁・２行目
〈１号〉に掲げる有価証券の性質を有するもの又は外
国投資証券のうち投資証券に類する

〈１号〉に掲げる有価証券の性質を有するもの＇〈３号〉〈４
号〉に掲げるものを除く（又は外国投資証券のうち投資
証券若しくは新投資口予約権証券に類する

２７８頁・４行目 これに係る権利 これらに係る権利

２７８頁・９行目 ものである※。 ものである。

２７９頁・２９行目 〔１号〕　株券等 〔１号〕　株券等[1]

２７９頁・末行 売方関連株券等[1] 売方関連株券等[2]

２８０頁・２行目 株券に係る 株券等に係る

２８１頁・７行目 株券に係る 株券等に係る

２８１頁・２５行目 株券に係る 株券等に係る

２８２頁・１０行目 株券に係る 株券等に係る

２８３頁・７行目 株券に係る 株券等に係る

２８３頁・２１行目 ―
追加
[1]　法１６７条１項に規定する株券等

２８３頁・２１行目 [1]　「売方関連株券等」 [2]　「売方関連株券等」

２８４頁・２４行目 株券に係る 株券等に係る

２８５頁・２９行目 株券に係る 株券等に係る

２８６頁・１６行目 株券に係る 株券等に係る

２８７頁・１行目 株券に係る 株券等に係る

２８７頁・２９行目 株券に係る 株券等に係る

２８９頁・２３行目
新株予約権を有する者がその新株予約権の行使に
より株券を取得する場合は、

新株予約権＇投信法に規定する新投資口予約権を含む
〔施行令３３条の４の２〕。（を有する者がその新株予約
権の行使により株券＇投信法に規定する投資証券を含
む〔施行令３３条の４の２〕。（を取得する場合は、

２８９頁・３０行目 施行令３３条の４の２☆で 施行令３３条の４の３で

２９０頁・２行目 １４９条の８第１項＇吸収合併に反対の投資主
１４９条の８第１項＇吸収合併に反対の吸収合併存続法
人の投資主
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２９３頁・３行目 ―
追加
金融商品取引法等ガイドライン１６７－１参照。

次の取引府令６２条の２〈１号〉〈２号〉〈３号〉に掲げる区
分に応じ、〈１号〉〈２号〉〈３号〉に掲げる事項
〈１号〉　上場等株券等＇１６７条１項（の法２７条の２第１

項に規定する公開買付け[4]の実施に関する事実の内容
の伝達を受けた場合・・・・・・当該公開買付けに係る特

定公開買付者等関係者[5]から伝達を受けた事項であっ
て、次のイ、ロ、ハに掲げるもの

イ　当該公開買付けに係る公開買付者等[6]の氏名又は
名称及び住所又は所在地

ロ　当該公開買付けに係る買付け等[7]の対象となる株
券等の発行者の名称及び当該株券等の種類
ハ　当該公開買付けに係る買付け等の期間、買付け等

の価格[8]、買付予定株券等の数[9]及び法２７条の１３第
４項各号に掲げる条件の内容

２９４頁・１４行目 内閣府令で定める事項※

〈２号〉　施行令３１条に規定する買集め行為の実施に
関する事実の内容の伝達を受けた場合・・・・・・当該買
集め行為に係る特定公開買付者等関係者から伝達を
受けた事項であって、次のイ、ロ、ハに掲げるもの
イ　当該買集め行為に係る公開買付者等の氏名又は名
称及び住所又は所在地

ロ　当該買集め行為の対象となる株券等[10]の発行者の
名称及び当該株券等の種類
ハ　当該買集め行為に係る買付けの期間、買付けの価
格及び買付け予定の株券等の数

〈３号〉　上場株券等の法２７条の２２の２第１項に規定す
る公開買付けの実施に関する事実の内容の伝達を受け
た場合・・・・・・当該公開買付けに係る特定公開買付者
等関係者から伝達を受けた事項であって、次のイ、ロ、
ハに係るもの
イ　当該公開買付けに係る公開買付者等の名称及び所
在地

ロ　当該公開買付けに係る買付け等[11]の対象となる上
場株券等の発行者の名称及び当該上場株券等の種類
ハ　当該公開買付けに係る買付け等の期間、買付け等

の価格[12]、買付け予定の上場株券等の数[13]及び法２７
条の２２の２第２項において準用する法２７条の１３第４
項２号に掲げる条件の内容

２９４頁・１５行目 公開買付者等関係者[4] 公開買付者等関係者[14]

２９４頁・２７行目 ことができる[5] ことができる[15]

２９４頁・３０行目 れた[6] れた[16]

２９５頁・２行目 公開買付届出書に記載 公開買付届出書に記載[17]

２９５頁・７行目 る[7] る[18]

２９５頁・１６行目 [3]　伝達者が聞いた事実を正確に記載する。

[3]　伝達者から聞いた内容を正確に記載する。聞いた
内容において〈１号〉〈２号〉〈３号〉に掲げる事項の一部
が未定であったり、伝達されなかったりした場合は、可
能な限り記載すれば、本号により適用除外とされる。

２９５頁・１７行目 ―

追加
[4]　法２７条の２第１項本文の適用を受ける場合に限
る。
[5]　法１６７条５項８号。
[6]　法１６７条１項。
[7]　法２７条の２第１項。
[8]　法２７条の２第３項。
[9]　法２７条の３第１項。
[10]　施行令３１条。
[11]　法２７条の２２の２第１項。
[12]　法２７条の２２の２第２項において準用する法２７条
の２第３項。
[13]　法２７条の２２の２第２項において読み替えて準用
する法２７条の３第１項。

２９５頁・１７行目 [4] [14]

２９５頁・１８行目 [5] [15]

２９５頁・２５行目 [6] [16]

20



２９５頁・２７行目 ―

追加
[17]　公開買付届出書の記載については、公開買付府
令「第二号様式」第５．５及び記載上の注意＇３４（、発行
者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令「第二号様式」第５．５及び記載上の注意＇１８（参
照。

２９５頁・２７行目 [7] [18]

２９８頁・８行目 る※。 る。

２９８頁・１０行目 発行者である会社との間で当該会社の 発行者との間で当該発行者の

２９８頁・２６行目 発行者である会社の役員又は従業員[8]が当該会社
の他の

発行者の役員又は従業員[8]が当該発行者の他の

２９８頁・２８行目 当該会社の株券の買付け 当該発行者の株券又は投資証券の買付け

２９９頁・１行目 発行者である会社の役員又は従業員[8]が 発行者の役員又は従業員[8]が

２９９頁・２行目 当該会社の株券に対する投資として 当該発行者の株券又は投資証券に対する投資として

２９９頁・４行目 当該会社の株券の買付け 当該発行者の株券又は投資証券の買付け

２９９頁・７行目 当該会社の 当該発行者の

３００頁・１行目 ―

追加
〈８号の２〉　公開買付け等に係る上場等株券等の発行
者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係
法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該
特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該
投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に
委託等して行う場合であって、当該買付けが一定の計
画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行わ
れる場合＇各役員又は従業員の１回当たりの拠出金額
が１００万円に満たない場合に限る（

３００頁・２行目 株券[12]の買付け 株券[12]又は投資証券の買付け

３００頁・１４行目 発行者である会社の同意 発行者の同意

３００頁・２２行目 新株予約権無償割当て[13]
新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当

て[13]

３００頁・末行 ―

〈１４号〉次のイ、ロ、ハの要件のすべてに該当する場合
イ　公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開
買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け
等に関する書面による契約の履行又は公開買付け等事
実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券
等に係る買付け等若しくは売付け等に関する書面によ
る計画の実行として買付け等若しくは売付け等を行うこ
と
ロ　公開買付け等事実を知る前に、次の⑴⑵⑶に掲げ
るいずれかの措置が講じられたこと
　⑴　当該契約又は計画の写しが、金融商品取引業者
　に対して提出され、当該提出の日付について当該金
　融商品取引業者による確認を受けたこと＇当該金融商
　品取引業者が当該契約を締結した相手方又は当該
　計画を共同して決定した者である場合を除く（
　⑵　当該契約又は計画に確定日付が付されたこと＇金
　融商品取引業者が当該契約を締結した者又は当該
　計画を決定した者である場合に限る（
　⑶　当該契約又は計画が法１６７条４項に定める公表
　の措置に準じ公衆縦覧に供されたこと
ハ　当該契約の履行又は当該計画の実行として行う買
付け等又は売付け等につき、『買付け等又は売付け等
の別、銘柄及び期日並びに当該期日における買付け等
又は売付け等の総額又は数＇デリバティブ取引にあって
は、これらに相当する事項（』が、当該契約若しくは計画
において特定されていること、又は当該契約若しくは計
画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方
式により決定されること

３０１頁・１０行目 [8]　当該会社が [8]　当該発行者が

３０１頁・１２行目 当該会社等が他の 当該発行者が他の

３０１頁・１５行目 発行者である会社が他の 発行者が他の

３０１頁・２９行目 [9]　当該会社が [9]　当該発行者が
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３０２頁・４行目

[13]　新株予約権の内容として発行者が一定の事由
が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新
株予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに
限る。

[13]　新株予約権又は新投資口予約権の内容として発
行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株
予約権に係る新株予約権証券又は新投資口予約権に
係る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設け
るものに限る。

３０２頁・７行目 新株予約権証券の売付け 新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付け

３１３頁・１０行目 法１９８条の２第１３号 法１９７条の２第１４号

３２９頁・２２行目 ―

追加
〔３〕　法１９８条の２第１項による没収の対象は「財産」で
ある。従って、電子化された株券や社債券も没収の対象
となる。しかし、電子化された株券などは、有体物ではな
く、没収についての手続規定を欠くため没収ができず、
同条第２項により必要的追徴となる＇東京地判平成２５
年１１月２２日判例集未登載（。しかし、追徴の価額は財
産取得時を基準とするため、取得後値上がりを続けると
被告人に多額の利益が残ってしまう。平成２６年改正法
は、２０９条の２から７の規定を新設し、電子化された株
券等の没収手続を規定した＇古角壽雄ほか「市場の信
頼性確保に関する見直し」商事法務２０４２号３２頁以
下（。

３３１頁・１７行目 施行令４５条２号※☆により 施行令４５条２号により
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イ　運用対象財産[6]の運用として売買等を行った者

　①売買等をした日の属する月[7]における運用対象財

産のうち売買等をした違反者が業として行う[8]、次の課
徴金府令１条の２１第１項〔１号〕から〔４号〕に掲げる区

分に応じ、当該各号に定めるもの[9]の②運用の対価の
額に相当する額として下記の【課徴金府令１条の２１第

２項】に定める額に、③３を乗じて得た額[10]

〔１号〕　法２８条４項１号に掲げる行為＇法２条８項１２号
イの登録投資法人との資産の運用に係る契約に係るも
のに限る（・・・・・・当該契約の相手方である登録投資法
人から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その他の
財産のうち、当該売買等〔算定対象取引〕に係る利益又
は損失が帰属するもの
〔２号〕　法２８条４項１号に掲げる行為＇〔１号〕に掲げる
ものを除く（・・・・・・投資一任契約＇法２条１項１２号ロ（の
相手方から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その
他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が
帰属するもの

３４７頁・１７行目

イ　運用対象財産の運用として売買等を行った者[6]

　売買等をした日の属する月[7]における運用対象財
産のうち内閣府令※で定めるものの運用の対価の額
に相当する額として内閣府令※で定める額に３を乗じ

て得た額[8]

ロ　イに掲げる者以外の者
　　売買等の手数料、報酬その他対価の額として内
閣府令※で定める額

〔３号〕　法２８条４項２号に掲げる行為＇投資信託・外国
投資信託の受益証券〔法２条１項１０号〕に表示される権
利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運
用行為〔法２条８項１４号〕（・・・・・・違反者が拠出を受け
て運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引
に係る利益又は損失が帰属するもの
〔４号〕　法２８条４項３号に掲げる行為＇金融商品の価値
等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証
券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資とし
て、イ　信託法の受益証券発行信託の受益証券〔法２条
１項１４号、１７号〕、ロ　信託の受益権〔同条２項１号、２
号〕、ハ　集団投資スキーム持分〔同項５号、６号〕の権
利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の
財産の運用行為〔法２条８項１５号〕（・・・・・・イ、ロ、ハの
権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う
金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又
は損失が帰属するもの

【課徴金府令１条の２１第２項】

　算定対象取引が行われた日の属する月[7]について違
反者に上記〔１号〕から〔４号〕に定める財産の運用の対
価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の財

産[11]〔運用報酬〕の価額[12]の総額とし、当該総額が算
出できない場合は、当該算定対象取引をした価格にそ

の数量を乗じて得た額を１０で除して得た額とする[13]。

ロ　イに掲げる者以外の者
　算定対象取引について金融商品取引行為の対価とし
て違反者に支払われ又は支払われるべき金銭その他

の財産の価額[14]の総額＇課徴金府令１条の２１第３項（

３４７頁・２５行目 である[9][10]。 である[15][16]。

３４７頁・２７行目 違反して[11]、 違反して[17]、
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イ　運用対象財産[6]の運用として買付け等又は売付け
等を行った者

　①買付け等又は売付け等をした日の属する月[7]にお
ける運用対象財産のうち特定株券等又は関連株券等に
係る買付け等又は株券等に係る売付け等をした違反者

が業として行う[8]、次の課徴金府令１条の２１第４項〔１
号〕から〔４号〕に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

もの[9]の②運用の対価の額に相当する額として下記の
【課徴金府令１条の２１第５項】に定める額に、③３を乗

じて得た額[18]

〔１号〕　法２８条４項１号に掲げる行為＇法２条８項１２号
イの登録投資法人との資産の運用に係る契約に係るも
のに限る（・・・・・・当該契約の相手方である登録投資法
人から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その他の
財産のうち、当該特定株券等又は関連株券等に係る買
付け等又は株券等に係る売付け等〔算定対象取引〕に
係る利益又は損失が帰属するもの
〔２号〕　法２８条４項１号に掲げる行為＇〔１号〕に掲げる
ものを除く（・・・・・・投資一任契約＇法２条１項１２号ロ（の
相手方から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その
他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が
帰属するもの

３４８頁・１５行目

イ　運用対象財産の運用として買付け等又は売付け
等を行った者

　買付け等又は売付け等をした日の属する月[7]にお
ける運用対象財産のうち内閣府令※で定めるものの
運用の対価の額に相当する額として内閣府令※で定

める額に３を乗じて得た額[12]

ロ　イに掲げる者以外の者
　　買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その
他対価の額として内閣府令で定める額※

〔３号〕　法２８条４項２号に掲げる行為＇投資信託・外国
投資信託の受益証券〔法２条１項１０号〕に表示される権
利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運
用行為〔法２条８項１４号〕（・・・・・・違反者が拠出を受け
て運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引
に係る利益又は損失が帰属するもの
〔４号〕　法２８条４項３号に掲げる行為＇金融商品の価値
等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証
券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資とし
て、イ　信託法の受益証券発行信託の受益証券〔法２条
１項１４号、１７号〕、ロ　信託の受益権〔同条２項１号、２
号〕、ハ　集団投資スキーム持分〔同項５号、６号〕の権
利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の
財産の運用行為〔法２条８項１５号〕（・・・・・・イ、ロ、ハの
権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う
金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又
は損失が帰属するもの

【課徴金府令１条の２１第５項】

　算定対象取引が行われた日の属する月[7]について違
反者に上記〔１号〕から〔４号〕に定める財産の運用の対
価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の財

産[11]〔運用報酬〕の価額[12]の総額とし、当該総額が算
出できない場合は、当該算定対象取引をした価格にそ

の数量を乗じて得た額を１０で除して得た額とする[13]。

ロ　イに掲げる者以外の者
　算定対象取引について金融商品取引行為の対価とし
て違反者に支払われ又は支払われるべき金銭その他

の財産の価額[14]の総額＇課徴金府令１条の２１第６項（

３４９頁・１１行目
[6]　例えば、投資一任契約に基づく運用、投資信託
の運用、ファンドの自己運用など。金融商品取引業の
登録＇法２９条（の有無を問わない。

[6]　法２８条４項各号に掲げる行為のいずれかを業とし
て行う者が法４２条１項に規定する権利者のため運用を
行う金銭その他の財産をいう＇法１７３条１項４号イ（。

３４９頁・１５行目 ―

追加
[8]　金融商品取引業の登録＇法２９条（の有無を問わな
い。
[9]　不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に
定めるものから分割された財産その他の当該各号に定
めるものと実質的に同一であると認められる財産を含
む。たとえば、課徴金の額を不当に引き下げるため、一
体のファンドを形式上分割して運用報酬を少額にする場
合である。

３４９頁・１５行目 [8] [10]
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３４９頁・３２行目 ―

追加
[11]　当該運用が投資信託の受益証券＇法２条１項１０
号（に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭
その他の財産の運用である場合にあっては、その受益
証券の募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として金
融商品取引業者等に対して支払われ又は支払われる
べき金銭その他の財産を除く。
[12]　運用報酬算定期間＇運用の算定の基礎となる期
間（が１カ月を超える場合にあっては、その運用報酬を
運用報酬算定期間の月数で除する方法、運用報酬算定
期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定される
ときにはその算定取引が行われた日の属する月の運用
実績に基づいて算出する方法その他合理的な方法によ
り算出した額。
[13]　その根拠については、「ファンドのサンプル調査か
ら得られた資産運用業者が受領する手数料の平均値等
のデータに照らし、当該金額が、資産運用業者が受領
する運用報酬の価額の近似値であると考えられる」と説
明されている。
[14]　価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外
の場合にあっては、当該価額に基づき、当該算定の基
礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取
引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占
める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法
その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に
応じた合理的な方法により算出した額とする＇課徴金府
令１条の２１第３項、６項（。

３４９頁・３２行目 [9] [15]

３４９頁・３5行目 [10] [16]

３４９頁・３9行目 [11] [17]

３４９頁・42行目 [12] [18]

３５０頁・３行目 ＇法１７５条３項（☆。 ＇法１７５条３項（。

３５０頁・２０行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３５１頁・７行目 ＇１７５条４項（☆。 ＇１７５条４項（。

３５１頁・２４行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３５９頁・２１行目 １９８条の２第１３号 １９７条の２第１３号

３６８頁・１８行目 課徴金の額は、次の同項〈１号〉から〈３号〉である。
課徴金の額は、次の法１７５条の２第１項〈１号〉から〈３
号〉である。

３６８頁・２１行目
対価の額に相当する額として内閣府令※で定める額
に３を乗じて得た額

対価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の

財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額＇課徴金府令
１条の２５第１項（に３を乗じて得た額

３６８頁・２６行目
対価の額に相当する額として内閣府令※で定める額
に３を乗じて得た額

対価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の

財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額＇課徴金府令
１条の２５第１項（に３を乗じて得た額

３６８頁・２９行目 内閣府令※で定める額に２分の１を乗じて得た額

次の課徴金府令１条の２５第２項〔１号〕に掲げる額から
〔２号〕に掲げる額を控除して得た額に２分の１を乗じて
得た額
〔１号〕　特定有価証券等の発行者から違反者に対し、
募集等業務及び募集等業務にあわせて行われる法２条
８項６号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ
又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
〔２号〕　違反者がその募集等業務に関して他の者に法
２条８項６号に掲げる行為に係る業務をさせた場合にお
いて、違反者から他の者にその業務の対価として支払
われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の
総額

３６９頁・４行目 政令※で定める行為 政令で定める[5]行為

３６９頁・５行目 内閣府令※で定めるものを含む（

課徴金府令１条の２４で定める法３５条１項８号に掲げる
「有価証券に関連する情報の提供又は助言＇法２条８項
１１号に掲げる行為に該当するものを除く。（」を行う行為
を含む（

３７０頁・１９行目 考えられる（。」とする[4]。 考えられる（。」とする[6]。

３７１頁・１３行目 ㈤　法１７５条の２第３項〈１号〉の ㈤⒜　㈣〈１号〉の、つまり法１７５条の２第３項〈１号〉の
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３７１頁・１４行目 〈１１号〉※☆で定める 〈１１号〉で定める

３７２頁・１行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３７２頁・１７行目 法１７５条の２第３項〈１号〉の ⒝　㈣〈１号〉の、つまり法１７５条の２第３項〈１号〉の

　法６７条の１９又は１３０条に規定する最低の価格がな
い場合は、次の課徴金府令１条の２６第１項〈１号〉〈２
号〉に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格とす
る。
〈１号〉　「特定有価証券の売付け等」＇法１７５条の２第５
項（が上場有価証券等＇課徴金府令１条の６第１号（の
売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による
承継又は市場デリバティブ取引である場合・・・・・・金融
商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した
気配相場の価格のうち最も低い価格

３７２頁・２０行目
その価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令※で定めるものをいい、公表がされた日に
あっては、内閣府令※で定める額とする。

〈２号〉　「特定有価証券の売付け等」が非上場有価証券
＇課徴金府令１条の６第２号（の売付けその他の有償の
譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ
取引又は外国市場デリバティブ取引である場合・・・・・・
特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するも
のについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業
協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法によ
り算出した価格

　なお、「最低の価格」は当該重要事実の公表がされた
日にあっては、公表がされた日における最低の価格＇当
該公表がされた後のものに限る（とされる＇課徴金府令１
条の２６第２項本文（。ただし、当該最低の価格がない場
合は、特定有価証券等であって上場有価証券等に該当
するものについて当該公表がされた日に金融商品取引
所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価
格＇当該公表がされた後のものに限る（に基づき合理的
な方法により算出した価格とする＇同項但書（。

３７２頁・２３行目 ㈥　法１７５条の２第３項〈２号〉の ㈥⒜　㈣〈２号〉の、つまり法１７５条の２第３項〈２号〉の

３７２頁・２４行目 〈１１号〉※☆で定める 〈１１号〉で定める

３７３頁・１１行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３７３頁・２８行目 法１７５条の２第３項〈２号〉の ⒝　㈣〈２号〉の、つまり法１７５条の２第３項〈２号〉の

　法６７条の１９又は１３０条に規定する最高の価格がな
い場合は、次の課徴金府令１条の２６第３項〈１号〉〈２
号〉に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格とす
る。
〈１号〉　「特定有価証券の買付け等」＇法１７５条の２第７
項（が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受
け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ
取引である場合・・・・・・金融商品取引所又は認可金融
商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も
高い価格

３７３頁・末行
その価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令※で定めるものをいい、公表がされた日に
あっては、内閣府令※で定める額とする。

〈２号〉　「特定有価証券の買付け等」が非上場有価証券
の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割に
よる承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバ
ティブ取引である場合・・・・・・特定有価証券等であって
上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引
所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価
格に基づき合理的な方法により算出した価格

　なお、「最高の価格」は当該重要事実の公表がされた
日にあっては、公表がされた日における最高の価格＇当
該公表がされた後のものに限る（とされる＇課徴金府令１
条の２６第４項本文（。ただし、当該最高の価格がない場
合は、特定有価証券等であって上場有価証券等に該当
するものについて当該公表がされた日に金融商品取引
所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価
格＇当該公表がされた後のものに限る（に基づき合理的
な方法により算出した価格とする＇同項但書（。

３７４頁・１８行目 違反者[5]は、 違反者[7]は、

３７４頁・２１行目 売付け等をした場合[6]、 売付け等をした場合[8]、

３７４頁・２６行目
対価の額に相当する額として内閣府令※で定める額
に３を乗じて得た額

対価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の

財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額＇課徴金府令
１条の２５第３項（に３を乗じて得た額
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３７４頁・末行
対価の額に相当する額として内閣府令※で定める額
に３を乗じて得た額

対価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の

財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額＇課徴金府令
１条の２５第３項（に３を乗じて得た額

３７５頁・３行目 内閣府令※で定める額に２分の１を乗じて得た額

次の課徴金府令１条の２５第４項〔１号〕に掲げる額から
〔２号〕に掲げる額を控除して得た額に２分の１を乗じて
得た額
〔１号〕　株券等の発行者から違反者に対し、募集等業
務及び募集等業務にあわせて行われる法２条８項６号
に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ又は支
払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
〔２号〕　違反者がその募集等業務に関して他の者に法
２条８項６号に掲げる行為に係る業務をさせた場合にお
いて、違反者から他の者にその業務の対価として支払
われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の
総額

３７５頁・２０行目 ㈣　法１７５条の２第４項〈１号〉の ㈣⒜　㈢〈１号〉の、つまり法１７５条の２第４項〈１号〉の

３７５頁・２１行目 〈１１号〉※☆で定める 〈１１号〉で定める

３７６頁・７行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３７６頁・２３行目 法１７５条の２第４項〈１号〉の ⒝　㈢〈１号〉の、つまり法１７５条の２第４項〈１号〉の

　法６７条の１９又は１３０条に規定する最低の価格がな
い場合は、次の課徴金府令１条の２６第１項〈３号〉〈４
号〉に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格とす
る。
〈３号〉　「株券等の売付け等」＇法１７５条の２第９項（が
上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併
若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引であ
る場合・・・・・・金融商品取引所又は認可金融商品取引
業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

３７６頁・２６行目
その価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令※で定めるものをいい、公表がされた日に
あっては、内閣府令※で定める額とする。

〈４号〉　「株券等の売付け等」が非上場有価証券の売付
けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、
店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引で
ある場合・・・・・・株券等であって上場有価証券等に該当
するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取
引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法
により算出した価格

　なお、「最低の価格」は当該公開買付け等の実施に関
する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の
公表がされた日にあっては、公表がされた日における最
低の価格＇当該公表がされた後のものに限る（とされる
＇課徴金府令１条の２６第２項本文（。ただし、当該最低
の価格がない場合は、株券等であって上場有価証券等
に該当するものについて当該公表がされた日に金融商
品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最
低の価格＇当該公表がされた後のものに限る（に基づき
合理的な方法により算出した価格とする＇同項但書（。

３７６頁・２９行目 ㈤　法１７５条の２第４項〈２号〉の ㈤⒜　㈢〈２号〉の、つまり法１７５条の２第４項〈２号〉の

３７６頁・３０行目 〈１１号〉※☆で定める 〈１１号〉で定める

３７７頁・１７行目 〈２号〉から〈６号〉 〈３号〉から〈６号〉

３７８頁・３行目 法１７５条の２第４項〈２号〉の ⒝　㈢〈２号〉の、つまり法１７５条の２第４項〈２号〉の
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　法６７条の１９又は１３０条に規定する最高の価格がな
い場合は、次の課徴金府令１条の２６第３項〈３号〉〈４
号〉に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格とす
る。
〈３号〉　「株券等の買付け等」＇法１７５条の２第１１項（
が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、
合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引
である場合・・・・・・金融商品取引所又は認可金融商品
取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い
価格

３７８頁・７行目
その価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令※で定めるものをいい、公表がされた日に
あっては、内閣府令※で定める額とする。

〈４号〉　「株券等の買付け等」が非上場有価証券の買付
けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承
継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取
引である場合・・・・・・株券等であって上場有価証券等に
該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商
品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な
方法により算出した価格

　なお、「最高の価格」は当該公開買付け等の実施に関
する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の
公表がされた日にあっては、公表がされた日における最
高の価格＇当該公表がされた後のものに限る（とされる
＇課徴金府令１条の２６第４項本文（。ただし、当該最高
の価格がない場合は、株券等であって上場有価証券等
に該当するものについて当該公表がされた日に金融商
品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最
高の価格＇当該公表がされた後のものに限る（に基づき
合理的な方法により算出した価格とする＇同項但書（。

３８０頁・７行目 最後の月。
最後の月。月数は暦に従って計算し、１カ月に満たない
端数を生じたときは、これを１カ月とする＇課徴金府令１
条の２５第５項（。

３８０頁・８行目 ―

追加
[4]　仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間＇算定
期間（が１カ月を超える場合にあっては、その仲介関連
業務報酬を算定期間の月数で除する方法その他の合
理的な方法により算出した額。
[5]　政令の定めは、平成２６年５月末日現在ない。

３８０頁・８行目 [4] [6]

３８０頁・１２行目 [5] [7]

３８０頁・１５行目 [6] [8]

３８１頁・２０行目 ㈠〈１号〉 ㈠〈１号〉＇法１７７条１項１号（

３８２頁・４行目 ＇１条の２４から６２条（ ＇１条の２７から６３条（

３８２頁・５行目 課徴金府令１条の２４（。 課徴金府令１条の２７（。

４０９頁・３０行目
金融商品取引法の審判手続における参考人及び鑑
定人の旅費及び手当に関する政令

金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑
定人の旅費及び手当に関する政令

４１３頁・１５行目 ＇課徴金府令６１条１項※（。 ＇課徴金府令６１条１項（。

４１５頁・２５行目
自己株式の取得である場合その他これに準ずる場合

として内閣府令で定める場合[2]

自己株式の取得である場合、投信法８０条の２第１項
＇同法８０条の５第２項により読み替えて適用する場合を
含む（又はこれらに相当する外国の法令の規定による

自己の投資口の取得である場合[2]

４１５頁・２８行目 金融庁長官[１] 証券取引等監視委員会

４１７頁・８行目
[2]　平成２５年８月末日現在、この内閣府令の定め
はない。

[2]　課徴金府令６１条の６の２。

４２６頁・３行目 内閣府令で定める※ところにより[1]
氏名公表府令１条で定めるインターネットの利用その他
適切な方法により

４２６頁・６行目 ＇法１９２条の２（[2]。 ＇法１９２条の２（[1]。
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４２６頁・７行目 ―

追加
　金融庁長官＇施行令３８条の２第３項（は、法１７８条１
項１６号に掲げる法１７５条１項＇同条９項において準用
する場合を含む（又は２項、１７５条の２第１項＇同条１３
項において準用する場合を含む（又は２項＇同条１４項に
おいて準用する場合を含む（に該当する事実があると認
める場合において、法１９２条の２の規定に基づき当該
事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公
表するときは、あらかじめその違反行為を行った者に対
して意見を述べる機会を与えなければならない＇氏名公
表府令２条（。

４２６頁・１５行目
[1]　違反者の弁明の機会を保障するため、聴聞手続
が規定される見込みである。

削除

４２６頁・１６行目 [2] [1]

４３４頁・３行目 施行される。なお
施行される。平成２６年政令第１５号により、平成２６年４
月１日が施行期日とされた。なお

29



25 頁 1 行目～27 頁 40 行目 

（別紙 1） 

1 

 

１ 役員等 

 法１６６条１項１号は、当該上場会社等の「役員（会計参与が法人であると

きは、その社員）、代理人、使用人その他の従業者（以下、この条及び次条にお

いて「役員等」という） その者の職務に関し知ったとき。」と規定する。 

〔１〕 上場会社等 

㈠ 法１６６条１項で、上場会社等とは、法「第２条第１項第５号、第７号、

第９号又は第１１号に掲げる有価証券（施行令２７条各号[1]で定めるものを除

く）で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有

価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者
．．．

」をいう（法

１６３条１項）。 

  すなわち、次の施行令２７条の２〈１号〉から〈５号〉に掲げる有価証券、

の発行者
．．．

[2]である。 

 〈１号〉 社債券（法２条１項５号）[3]、優先出資証券（法２条１項７号）[4]、

株券[5]又は新株予約権証券（法２条１項９号）[6]、投資証券若しくは

投資法人債券（法２条１項１１号）（施行令２７条各号に掲げるもの

を除く）で、金融商品取引所[7]に上場[8]されており又は店頭売買有価

証券[9]若しくは取扱有価証券[10]に該当するもの 

 〈２号〉 社債券、優先出資証券、株券又は新株予約権証券、投資証券若し

くは投資法人債券（施行令２７条各号に掲げるものを除く）（〈１号〉

に掲げるものを除く）を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
[11]で、金融商品取引所に上場されており又は店頭売買有価証券若し

くは取扱有価証券に該当するもの 

 〈３号〉 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証

券若しくは株券又は新株予約権証券（施行令２７条１号に掲げるも

のを除く）の性質を有するもの又は外国投資証券（法２条１項１１

号）（施行令２７条２号に掲げるものを除く）で、金融商品取引所に

上場されており又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当

するもの 

 〈４号〉 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証

券若しくは株券又は新株予約権証券（施行令２７条１号に掲げるも

のを除く）の性質を有するもの（〈３号〉に掲げるものを除く）又は

外国投資証券（施行令２７条２号に掲げるものを除く）（〈３号〉に

掲げるものを除く）を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、

金融商品取引所に上場されており又は店頭売買有価証券若しくは取

扱有価証券に該当するもの 

 〈５号〉 外国の者の発行する証券若しくは証書のうち社債券、優先出資証
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券若しくは株券又は新株予約権証券（施行令２７条１号に掲げるも

のを除く）の性質を有するもの（〈３号〉に掲げるもの及び〈４号〉

に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券であるものを除く）

又は外国投資証券（施行令２７条２号並びに〈３号〉に掲げるもの

及び〈４号〉に掲げる有価証券信託受益証券の受託有価証券である

ものを除く）の預託を受けた者が当該証券若しくは証書又は外国投

資証券の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、

当該預託を受けた証券若しくは証書又は外国投資証券に係る権利を

表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており又は店頭売

買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの 

平成２５年の改正により、投信法に規定する投資証券若しくは投資法人債

券又は外国投資証券（法２条１項１１号）の発行者も上場会社等となった。

これは、J-REIT などの上場投資法人の投資口をインサイダー取引規制の対象

に加える趣旨である[12]。投資法人とは、投信法２条１２項の、資産を主とし

て特定資産（同条１項）に対する投資として運用することを目的として、投

信法に基づき設立された社団である。 

上場会社等は、会社法上の株式会社、優先出資法の協同組織金融機関（実

例；信金中央金庫）、投資法人、外国法人などがある。 

 

[1] 次の施行令２７条〈１号〉〈２号〉で定めるものを除く。 

  〈１号〉 社債券（法２条１項５号）のうち、当該社債券の発行により得

られる金銭をもって特定資産（資産流動化法２条１項）を取得し、

当該特定資産の管理及び処分により得られる金銭をもって当該社債

券の債務が履行されることとなる有価証券（資産流動化法に規定す

る特定社債券〔施行令１条の４第２号ニ〕を除く）で、社債券（法

２条１項５号）又はコマーシャルペーパー（同項１５号＝法人が事

業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、定義府

令２条で定めるもの）（資産流動化法２条１０項に規定する特定約束

手形を除く）の性質を有するもののうち、次の〔１号〕〔２号〕に掲

げる要件をいずれも満たすもの（取引府令２５条） 

     〔１号〕 当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法

人（特別目的法人）に直接又は間接に所有者から譲渡（取

得を含む）される金銭債権その他の資産（譲渡資産）が存

在すること 

     〔２号〕 特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券（当

該有価証券の借換えのために発行されるものを含む）上の
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債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行う

ことにより得られる金銭を当てること 

  〈２号〉 投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券（法２条１項

１１号）のうち、発行者が次のイからハに掲げる者でないもの 

      イ その資産の総額の５０％を超える額を取引府令２５条２項で

定める不動産等資産（投信法施行規則１０５条１号ヘ）に対す

る投資として運用することを規約に定めた投資法人（投信法２

条１２項） 

      ロ その資産の総額のうちに占めるイに規定する不動産等資産の

価額の合計額の割合が５０％を超える投資法人として取引府令

２５条３項で定めるもの（最近営業期間〔投信法１２９条２項〕

の決算〔当該決算が公表されたものでない場合は最近営業年度

の前の営業期間の決算〕又は公表がされた情報〔最近営業期間

がない場合又は最近営業期間の決算が公表されたものでない場

合であって最近営業期間の前営業期間のない場合に限る〕にお

いて投資法人〔投信法２条１２項〕の資産の総額のうちに占め

るイに規定する不動産等資産の価額の合計額の割合が５０％を

超える投資法人） 

      ハ イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人 

[2] 法２条５項。定義府令１４条。なお、特定取引所金融商品市場（法２条３

２項、１１７条の２第１項）のみに上場されている有価証券（特定上場有価

証券。法２条３３項）の発行者を含む。 

[3] 会社法６９６条以下又は担保付社債信託法２６条以下。なお、相互会社（保

険業法２条５項）の社債券（同法６１条の５、会社法６９６条以下）を含む。 

[4] 優先出資法２９条以下。 

[5] 会社法２１４条以下。いわゆる株券の電子化により平成２１年１月５日か

ら上場会社は株券不発行会社に一斉移行した（株式等の取引に係る決済の合

理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成

１６年法律第８８号）附則６条）。同日以降は上場株券は法２条１項９号の有

価証券ではなく、同条２項前段に定める有価証券とみなされるものに該当す

る。 

[6] 会社法２８８条。 

[7] 法２条１６項。 

[8] 金融商品取引所の開設する市場で取引可能になることをいう（法１２１条

以下）。 

[9] 法２条８項１０号ハ。平成２５年８月末現在、店頭売買有価証券は存在し



25 頁 1 行目～27 頁 40 行目 

（別紙 1） 

4 

 

ない。 

[10] 認可協会〔法６７条１項〕がその規則において、売買その他の取引の勧

誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券、新株予約権証券、

出資証券〔法２条１項６号〕、資産流動化法に規定する優先出資証券、投資証

券〔投信法２条１５項、８５条以下〕（法６７条の１８第４号、協会府令１１

条）。実例として日本証券業協会の店頭取扱有価証券。 

[11] 信託法（１８５条１項）に規定する受益証券発行信託の受益証券（法２

条１項１４号）のうち、法２条１項各号に掲げる有価証券を信託財産とする

ものであって、当該信託財産である有価証券（受託有価証券）に係る権利の

内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他開示府令１条の２で定め

る事項が当該信託に係る信託行為において定められているもの（施行令２条

の３第３号）。 

[12] 有賀他・金融法務事情１９８０号８５頁は、改正の趣旨につき「実際に

は、いわゆるスポンサー企業の変更、公募増資、大口テナントの退去等に際

して、投資法人によるこれらの情報の公表を受けて投資証券の価格や売買高

が変動した事例も見られる。そのため、こうした情報を知り得る立場にある

者が、当該情報を知ってその公表前に投資証券等の取引を行うことは、証券

市場の公正性・健全性に対する投資家の信頼を害するおそれがある。」とする。 
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⒞ 法１６６条において「上場投資法人等」とは投信法２条１２項に規定する

投資法人である上場会社等をいう（法１６３条１項）。法１６６条において「資

産運用会社」とは、投信法２条１９項に規定する資産運用会社をいう（法１

６３条１項）。 

法１６６条１項、２項で「特定関係法人」とは、次の同条５項〈１号〉〈２

号〉のいずれかに該当する者をいう。 

 〈１号〉 上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定め

るもの 

      すなわち、施行令２９条の３第２項で定める、上場投資法人等（法

１６３条１項）の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決

定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう）を支配して

いる会社として取引府令５５条の７第１項で定めるものである。取

引府令５５条の７第１項は、『上場投資法人等[19]が提出した』法２７

条において準用する法５条５項において読み替えて準用する「法５

条１項の規定による有価証券届出書」、法２７条において準用する法

２４条５項において読み替えて準用する「法２４条１項の規定によ

る有価証券報告書」若しくは法２７条において準用する法２４条の

５第３項において読み替えて準用する「法２４条の５第１項の規定

による半期報告書」で法２７条において準用する「法２５条１項の

規定により公衆の縦覧に供されたもの」、「法２７条の３１第２項の

規定により公表した同条１項に規定する特定証券情報又は法２７条

の３２第１項若しくは第２項の規定により公表した同条第１項に規

定する発行者情報のうち」、直近のものにおいて『上場投資法人等の

資産運用会社の親会社』として記載・記録された会社である[20]。 

 〈２号〉 上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等〔投信法２０１条

１項〕のうち、当該資産運用会社が上場投資法人等の委任を受けて

行う運用の対象となる特定資産[21]の価値に重大な影響を及ぼす取引

を行い又は行った法人として政令で定めるもの[22] 

すなわち、施行令２９条の３第３項で定める、上場投資法人等の

資産運用会社の利害関係人等（投信法２０１条１項）のうち、次の

同項〔１号〕から〔４号〕のいずれかに掲げる取引を行い、又は行

った法人』として取引府令５５条の７第２項で定めるものである。 

     〔１号〕 当該上場投資法人等との間で、不動産等（不動産、不動

産の賃借権又は地上権）の取得又は譲渡の取引 

     〔２号〕 当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する

信託の受益権の取得又は譲渡の取引 
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     〔３号〕 当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引 

     〔４号〕 当該上場投資法人等の特定資産である〔２号〕に規定す

る信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信

託の信託財産である不動産の貸借の取引 

ここで利害関係人等とは、資産運用会社の親法人等・子法人等・

特定個人株主・主要株主をいう（投資信託・投資法人施行令１２３

条、１７条、投信法施行規則２４４条の３）。 

取引府令５５条の７第３項は、『上場投資法人等が提出した』法２

７条において準用する法５条５項において読み替えて準用する「法

５条１項の規定による有価証券届出書」、法２７条において準用する

法２４条５項において読み替えて準用する「法２４条１項の規定に

よる有価証券報告書」若しくは法２７条において準用する法２４条

の５第３項において読み替えて準用する「法２４条の５第１項の規

定による半期報告書」で法２７条において準用する「法２５条１項

の規定により公衆の縦覧に供されたもの」、「法２７条の３１第２項

の規定により公表した同条１項に規定する特定証券情報又は法２７

条の３２第１項若しくは第２項の規定により公表した同条第１項に

規定する発行者情報のうち」、直近のものにおいて上場投資法人等の

『資産運用会社の利害関係人等（投信法２０１条１項）のうち、上

記施行令２９条の３第３項〔１号〕から〔４号〕のいずれかに掲げ

る取引（取引府令５５条の８で定める基準に該当するものに限る）

を行い、又は行った法人』として記載・記録された法人と定める[23]。 

なお、施行令２９条の３第３項〔１号〕から〔４号〕の取引は、

資産運用会社が上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象とな

る特定資産（投信法２条１項）の価値に及ぼす影響が重大なものと

して取引府令５５条の８に定める基準に該当するものに限られる。 

施行令２９条の３第３項〔１号〕〔２号〕の取引に係る基準を取引

府令５５条の８第１項が定め、次の同項《１号》の金額に対する《２

号》の金額の割合が２０％以上である。 

     《１号》 前営業期間の末日から過去３年間において上場投資法人

等が〔１号〕及び〔２号〕に掲げる取引の対価として支払

い、及び受領した金額の合計額 

     《２号》 前営業期間の末日から過去３年間において上場投資法人

等がその利害関係人等との間で〔１号〕及び〔２号〕に掲

げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額 

      施行令２９条の３第３項〔３号〕〔４号〕の取引に係る基準を取引
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府令５５条の８第２項が定め、次の同項《１号》の金額に

対する《２号》の金額の割合が２０％以上である。 

         《１号》 前営業期間における上場投資法人等の営業収益

の合計額 

         《２号》 次のイ、ロのいずれか多い金額 

            イ 前営業期間の末日から過去３年間において上場

投資法人等及び信託の受託者がその利害関係人等

から〔３号〕及び〔４号〕に掲げる取引の対価と

して受領した金額の合計額の１営業年度あたりの

平均額 

            ロ 現営業期間の開始の日から３年間において上場

投資法人等及び信託の受託者がその利害関係人等

から〔３号〕及び〔４号〕に掲げる取引の対価と

して受領することが見込まれる金額の合計額の１

営業期間あたりの平均額 
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１ 上場投資法人等の決定事実（法１６６条２項９号） 

上場会社等である上場投資法人等の業務執行を決定する機関が、以下の法１

６６条２項９号イからトに掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又

は当該機関が、公表がされた当該決定に係る事項を行わないことを決定したこ

と、が重要事実となる。 

同号トは施行令２９条の２の２で規定された。また、軽微基準については、

取引府令５５条の２に規定された。 

〔１〕 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約（９号イ） 

資産の運用に係る委託契約は投資法人の根幹となる契約であり（投信法１

８８条１項４号）、資産運用会社や委託契約の内容が投資法人の資産運用に与

える影響が大きく、投資者の投資判断に影響を及ぼすからである。従って、

委託契約の解約は、投資者の投資判断に影響を及ぼしうるものという観点か

ら、解約の事由を問わない。 

〔２〕 投資口を引き受ける者の募集（９号ロ） 

投信法８２条１項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の

募集である。 

投資口とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位であ

る（同法２条１４項）。投資法人の社員を投資主という（同条１６項）。募集

投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額と

しなければならない（同法８２条６項）が、募集は上場投資法人の市場価格

に影響を及ぼす。会社法１９９条の株式を引き受ける者の募集同様に（法１

６６条２項１号イ）、決定事実として規定された。 

・軽微基準（取引府令５５条の２第１号） 

投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の払込金額の総額が１億

円（外国通貨をもって表示される投資証券の募集の場合は１億円に相当する

額）未満であると見込まれること。 

〔３〕 投資口の分割（９号ハ） 

投信法８１条の３の投資口の分割であり、株式会社の株式の分割（会社法

１８３条）と同様に（法１６６条２項１号ヘ）、決定事実として規定された。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の２第２号） 

投資口の分割により１口に対し増加する投資口の数の割合が０．１未満で

あるもの。 

〔４〕 金銭の分配（９号ニ） 

投信法１３７条の金銭の分配であり、株式会社の剰余金の配当（会社法４

５３条）と同様に（法１６６条２項１号ト）、決定事実として規定された。 

投資法人の金銭の分配は、投資主の有する投資口の口数に応じて行われる
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が、利益（貸借対照表上の純資産額から出資総額等〔投信法８８条３項〕の

合計額を控除して得た額＝同法１３６条）を超えて金銭の分配をすることが

できる（同法１３７条１項）。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の２第３号） 

１口当りの金銭の分配の額を、前営業期間に係る１口当りの金銭の分配の

額で除して得た数値が、８０％超１２０％未満であること。 

〔５〕 合併（９号ホ） 

投資法人は他の投資法人と合併することができる（投信法１４５条）。合併

は吸収合併（同法１４７条）、新設合併（同法１４８条）がある。 

会社の合併（会社法２条２７号、２８号）同様に（法１６６条２項１号ヌ）、

決定事実として規定された。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の２第４号） 

合併による投資法人の資産の増加額が投資法人の最近営業期間の末日にお

ける純資産額の３０％未満であると見込まれ、かつ、合併の予定日の属する

営業期間及び翌営業期間の各営業期間 [1]においていずれも合併による投資法

人の営業収益〔投資法人計算規則４８条１項１号〕の増加額が当該投資法人

の最近営業期間の営業収益 [2]の１０％未満であると見込まれること。 

〔６〕 解散（９号ヘ） 

投信法１４３条の解散であり、合併による解散を除く。株式会社の解散（会

社法４７１条）と同様に（法１６６条２項１号ワ）、決定事実として規定され

た。 

〔７〕 最低純資産額の減少（９号ト、施行令２９条の２の２第１号） 

㈠ 法１６６条２項９号イからヘまでに準ずる事項として政令で定める事項

が、法１６６条２項１号ヨと同様に規定された。 

  これに基づいて施行令２９条の２の２が規定された。 

㈡ 施行令２９条の２の２第１号は、投信法１４２条１項の規定により行う

同法６７条４項に規定する最低純資産額の減少を、決定事実として規定し

た。 

  最低純資産額は、投資法人が常時保有する最低限度の純資産額（同法６

７条１項６号）で、株式会社の資本金同様の債権者保護を主たる目的とす

るものである。投資口の払戻請求、金銭の分配による投資法人からの財産

の流失を制約する機能をはたす（同法１２４条１項３号、１３７条１項但

書）。 

〔８〕 金融商品取引所に対する投資証券の上場の廃止に係る申請（施行令２

９条の２の２第２号） 

上場投資法人等が金融商品取引所に対して行う投資証券（投信法２条１５
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項）の上場の廃止に係る申請を、施行令２８条５号同様に決定事実として規

定した。 

〔９〕 認可金融商品取引業協会に対する投資証券の登録の取消しに係る申請

（施行令２９条の２の２第３号） 

上場投資法人等が認可金融取引業協会に対して行う投資証券の登録の取消

しに係る申請を、施行令２８条６号同様、決定事実として規定した。 

〔10〕 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券としての指定の取消し

に係る申請（施行令２９条の２の２第４号） 

取扱有価証券である投資証券の発行会社が認可金融商品取引業協会に対し

て行う投資証券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請も、施行令

２８条７号同様、決定事実として規定された。 

〔11〕 破産手続開始又は再生手続開始の申立て（施行令２９条の２の２第５

号） 

施行令２８条８号と同趣旨であるが、投資法人には会社更生手続はないの

で（会社更生法２条１項）、その申立ては規定されていない。 

〔12〕 防戦買いの要請（施行令２９条の２の２第６号） 

  その意義は、施行令２８条１０号に同じである。 

 

[1] 当該投資法人の営業期間が６カ月である場合にあっては、合併の予定日の

属する営業期間の開始の日から開始する特定営業期間（連続する２営業期間）

及び翌特定営業期間、の各営業期間。 

[2] 当該投資法人の営業期間が６カ月である場合にあっては、最近の２営業期

間の営業収益の合計額。 

 

２ 上場投資法人等の発生事実（法１６６条２項１０号） 

上場投資法人等に、以下の法１６６条２項１０号イからハに掲げる事実が発

生したことが、重要事実となる。 

〔１〕 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害（１０号イ） 

  その意義は、法１６６条２項２号イに同じである。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項１号） 

  災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が

投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の３％未満であると見込ま

れること。 

〔２〕 上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実（１０号ロ） 

特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の

取消しの原因となる事実が、法１６６条２項２号ハと同様に発生事実となる。 
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  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項２号） 

  投資法人債券（法２条１項１１号）に係る上場の廃止又は登録の取消しの

原因となる事実（投資口の上場廃止の原因となる事実を除く）が生じたこと。 

〔３〕 財産権上の請求に係る訴えの提起、判決、完結（１０号ハ、施行令２

９条の２の３第１号） 

 ㈠ 法１６６条２項１０号イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で

定める事項が、法１６６条２項２号ニと同様に規定された。 

   これに基づいて施行令２９条の２の３が規定された。 

 ㈡ 「財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判

決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判に

よらずに完結したこと」が上場投資法人等の発生事実となる。 

   その意義は、施行令２８条の２第１号に同じである。 

   ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項３号） 

イ 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が投資法人の最

近営業期間の末日における純資産額の１５％未満であり、かつ、請求が

訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、訴え

の提起された日の属する営業期間開始の日から３年以内に開始する各営

業期間 [1]においていずれも敗訴による投資法人の営業収益の減少額が、

当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると見込ま

れること。 

ロ 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一

部が裁判によらずに完結したこと（以下、「判決等」という）にあっては、

イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げ

る基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結

した場合であって、判決等により投資法人の給付する財産の額が当該投

資法人の最近営業期間の末日における純資産額の３％未満であると見込

まれ、かつ、判決等の日の属する営業期間開始の日から３年以内に開始

する各営業期間 [1]においていずれも判決等による当該投資法人の営業収

益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満で

あると見込まれること。 

〔４〕 仮処分の申立て、裁判、完結（施行令２９条の２の３第２号） 

  「資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立

てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申

立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと」が、上

場投資法人等の発生事実となる。施行令２８条の２第２号の「事業の差止め」

と異なり、「資産の運用の差止め」と規定されているが、その趣旨は同号に同
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じである。例えば、投資法人を債務者とする建築差止め又は開発差止めの仮

処分等がこれにあたる。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項４号） 

イ 仮処分の申立てがなされたことにあっては、仮処分命令が申立て後直ち

に申立てのとおり発せられたとした場合、申立ての日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業期間 [1]においていずれも仮処分命令

による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業

収益 [1]の１０％未満であると見込まれること。 

ロ 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は申立てに係る手続

の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下、「裁判等」とい

う）にあっては、裁判等の日の属する営業期間開始の日から３年以内に開

始する各営業期間 [1]においていずれも裁判等による投資法人の営業収益の

減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると

見込まれること。 

〔５〕 行政庁の法令に基づく処分（施行令２９条の２の３第３号） 

  投信法２１６条１項の規定による同法１８７条の登録の取消しその他これ

に準ずる行政庁による法令に基づく処分が、上場投資法人等の発生事実とな

る。投信法２１６条１項は、内閣総理大臣の登録投資法人（同法２条１３項）

に対する監督上の処分として同法１８７条の登録の取消しを規定しており、

登録の取消しにより同法１９３条に規定する資産の運用の取引行為ができな

くなる。施行令２８条の２第３号の「免許の取消し、事業の停止」と異なり

「投資信託及び投資法人に関する法律第２１６条第１項の規定による同法１

８７条の登録の取消し」と規定されているが、その趣旨は施行令２８条の２

第３号に同じである。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項５号） 

  法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から３

年以内に開始する各営業期間 [1]においていずれも処分による投資法人の営業

収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であ

ると見込まれること。 

〔６〕 債権者等による破産手続開始の申立て等（施行令２９条の２の３第４

号） 

債権者その他の当該上場投資法人等以外の者による破産手続開始又は再生

手続開始の申立てが上場投資法人等の発生事実とされる。その意義は、施行

令２８条の２第５号に同じである。ただし、ここでも会社更生の申立ては規

定されていない。 

〔７〕 不渡り等（施行令２９条の２の３第５号） 
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  その意義は、施行令２８条の２第６号に同じである。 

〔８〕 債務者の不渡り等、保証債務の主たる債務者の不渡り等（施行令２９

条の２の３第６号） 

  その意義は、施行令２８条の２第８号に同じである。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項６号） 

  売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれの

ある額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の３％未満である

と見込まれること。 

〔９〕 主要取引先との取引の停止（施行令２９条の２の３第７号） 

  本号は上場投資法人等の発生事実であるので、主要取引先は、施行令２８

条の２第９号と異なり「前営業年度における営業収益又は営業費用が営業収

益の総額又は営業費用の総額の」１０％以上である取引先とされ、営業期間

が６カ月である上場投資法人等にあっては、最近２営業期間における営業収

益又は営業費用の合計額が当該最近２営業期間における営業収益の総額又は

営業費用の総額の１０％以上である取引先 [2]である（取引府令５５条の３第

２項）。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項７号） 

  主要取引先との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から３年以内に

開始する各営業期間 [1]においていずれも取引の停止による投資法人の営業収

益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満である

と見込まれること。 

〔10〕 債務の免除、債務の引受け、第三者弁済（施行令２９条の２の３第８

号） 

  その意義は、施行令２８条の２第１０号に同じである。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項８号） 

  債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が投資法人の最近営業

期間の末日における債務の総額の１０％未満であること。 

〔11〕 資源の発見（施行令２９条の２の３第９号） 

  その意義は、施行令２８条の２第１１号に同じである。 

  ・軽微基準（取引府令５５条の３第１項９号） 

 発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から３年以内

に開始する各営業期間 [1]においていずれも資源による投資法人の営業収益の

増加額 [3]が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると

見込まれること。 

〔12〕 取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実（施行令２９条

の２の３第１０号） 
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  その意義は、施行令２８条の２第１２号に同じである。 

 

[1] 取引府令５５条の３第１項３号、４号、５号、７号、９号（〔３〕〔４〕〔５〕

〔９〕〔１１〕）に定める軽微基準について、投資法人の営業期間が６カ月で

あるときは、「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間（１の特定営業期間

の末日の翌日に開始するものに限る）」と、「最近営業期間の営業収益」とあ

るのは「最近２営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、適用する（取

引府令５５条の３第３項）。 

[2] 投資法人からの不動産の賃借人はこれにあたる。 

[3] ここでは資源「による」投資法人の営業収益の増加額であり、取引府令５

０条９号が資源「を利用する事業による」会社の売上高の増加額であるのと

異なる。 

 

３ 上場投資法人等の決算情報（法１６６条２項１１号） 

〔１〕 上場会社等である上場投資法人等の営業収益等又は金銭の分配につい

て、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前

営業期間の実績値）に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又

は営業期間の決算において差異が生じたこと、が法１６６条２項１１号に定

める重要事実である。 

〔２〕 営業収益等とは、上場投資法人等の営業収益、経常利益若しくは純利

益をいう。営業収益は投資法人の損益計算書に表示される（投資法人計算規

則４８条１項１号）。経常利益は同規則５０条、純利益は同５３条のものであ

る。 

  金銭の分配は法１６６条２項９号ニに規定される金銭の分配である。 

  営業期間は、投信法１２９条２項に定められた、ある決算期の直前の決算

期の翌日 [1]から当該決算期までの期間をいう。 

〔３〕 法１６６条２項１１号は、法１６６条２項３号と同様に、上場投資法

人等の決算情報を重要事実として規定した。 

〔４〕 重要基準（取引府令５５条の４） 

㈠ 営業収益 

 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を、公表がされ

た直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績

値）で除して得た数値が、１１０％以上又は９０％以下であること。 

㈡ 経常利益 

① 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を、公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の
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実績値）で除して得た数値が、１３０％以上又は７０％以下（公表がされた

直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の

実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする）であり、かつ、 

② 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がさ

れた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実

績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを、前営業期

間の末日における純資産額 [2]で除して得た数値が、５％以上であること。 

㈢ 純利益 

① 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を、公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の

実績値）で除して得た数値が、１３０％以上又は７０％以下（公表がされた

直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の

実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする）であり、かつ、 

② 新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がさ

れた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実

績値）とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを、前営業期

間の末日における純資産額 [2]で除して得た数値が、２．５％以上であること。 

㈣ 金銭の分配 

  新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を、公表がされ

た直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間に係る

金銭の分配の実績値）で除して得た数値が１２０％以上又は８０％以下（公

表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前

営業期間の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする）で

あること。 

 

[1] これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日（投信法７４条）。 

[2]  上場会社等の重要基準では、純資産額「と資本金の額とのいずれか少な

くない金額」である（取引府令５１条２号、３号）。 

 

４ 資産運用会社の決定事実（法１６６条２項１２号） 

上場会社等である上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関

が、当該資産運用会社について、以下の法１６６条２項１２号イからトに掲げ

る事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が、公表がされた当

該決定に係る事項を行わないことを決定したことが重要事実となる。 

 登録投資法人（投信法２条１３項、１８７条）は、自ら投資運用行為を行う

ことはできず、資産運用会社にその資産の運用に係る業務をすべて委託しなけ
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ればならない（同法１９８条１項）。資産運用会社の業務執行決定機関による法

１６６条２項１２号イからトに掲げる事項を行うことについての決定又は公表

がされた決定の中止は、上場投資法人等の資産運用に影響を与えるので重要事

実とした。 

 同号トは施行令２９条の２の４に規定された。軽微基準については、取引府

令５５条の５に規定された。 

〔１〕 特定資産の運用（１２号イ） 

  上場会社等である上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であっ

て、当該上場会社等による特定資産の取得若しくは譲渡又は貸借が行われる

こととなるものである。 

  特定資産とは、主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にす

ることが必要であるものとして投資信託・投資法人施行令３条に定めるもの

である（投信法２条１項）。登録投資法人は、規約に定める資産の運用の対象

及び方針（投信法６７条１項７号）に従い、特定資産について有価証券・不

動産の取得若しくは譲渡又は貸借を行うことができる（投信法１９３条）。 

  資産の運用であって特定資産の取得・譲渡・貸借が行われることとなるも

のは、投資口の市場価格に影響を及ぼすので、規定された。 

・軽微基準（取引府令５５条の５第１項１号） 

イ 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、投資法人による特

定資産（投信法２条１項）の取得が行われることとなるもの 

   特定資産の取得価額が投資法人の最近営業期間の末日における固定資産

の帳簿価額の１０％未満であると見込まれること。 

ロ 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、投資法人による特

定資産の譲渡が行われることとなるもの 

   特定資産の譲渡価額が投資法人の最近営業期間の末日における固定資産

の帳簿価額の１０％未満であると見込まれること。 

 ハ 投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、投資法人による特

定資産の貸借が行われることとなるもの 

   特定資産の貸借が行われることとなる予定日の属する投資法人の営業期

間の開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]においてい

ずれも貸借が行われることとなる投資法人の営業収益の増加額が当該投資

法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると見込まれること。 

〔２〕 資産の運用に係る委託契約の解約（１２号ロ） 

  上場会社等である上場投資法人等と締結した資産の運用に係る委託契約の

解約である。 

  その趣旨は、法１６６条２項９号イと同じである。 
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〔３〕 株式交換（１２号ハ） 

  ・軽微基準（取引府令５５条の５第１項２号） 

  資産運用会社が株式交換完全親会社となる場合で、資産運用会社の主要株

主の異動が見込まれる場合でないこと [2]。 

〔４〕 株式移転（１２号ニ） 

〔５〕 合併（１２号ホ） 

  ・軽微基準（取引府令５５条の５第１項３号） 

  資産運用会社が吸収合併存続会社（会社法７４９条１項）となる場合で、

資産運用会社の主要株主の異動が見込まれる場合でないこと [2]。 

〔６〕 解散（１２号ヘ） 

  これらの意義は、法１６６条２項１号チ、リ、ヌ、ワと同じである。 

〔７〕 政令で定める事項（１２号ト） 

 ㈠ 法１６６条２項１２号イからヘに掲げる事項に準ずる事項として政令で

定める事項が、法１６６条２項９号トと同様に規定された。これに基づい

て施行令２９条の２の４が規定された。 

 ㈡ 施行令２９条の２の４〈１号〉から〈６号〉で定める事項は、次のとお

りである。 

  〈１号〉 会社分割 [3] 

・軽微基準（取引府令５５条の５第１項４号）[4] 

イ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合 

  投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が

行われると見込まれる場合でないこと。 

ロ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合 

  主要株主の異動が見込まれる場合でないこと。 

  〈２号〉 事業譲渡 [5] 

・軽微基準（取引府令５５条の５第１項５号）[4] 

イ 事業の全部又は一部を譲渡する場合 

       投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が

行われると見込まれる場合でないこと。 

ロ 事業の全部又は一部を譲り受ける場合 

       主要株主の異動が見込まれる場合でないこと。 

〈３号〉 当該上場投資法人等（施行令２９条の２の３第４号）から委託

された資産の運用に係る事業の休止又は廃止 [6] 

     ・軽微基準（取引府令５５条の５第１項６号） 

     資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する投資法人の

営業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]に
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おいて、いずれも当該休止又は廃止による投資法人の営業収益の減少

額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると

見込まれること。 

〈４号〉 上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、そ

の運用の全部又は一部が休止又は廃止されることになるもの [7] 

・軽微基準（取引府令５５条の５第１項７号） 

   投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、その全部又は

一部の休止又は廃止されることとなる予定日の属する投資法人の営業

期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]におい

て、いずれも当該休止又は廃止されることになることによる投資法人

の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１

０％未満であると見込まれること。 

  〈５号〉 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て [8] 

  〈６号〉 上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、新

たな資産の運用が開始されることになるもの [9] 

・軽微基準（取引府令５５条の５第１項８号） 

     投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たに開始さ

れることとなる予定日の属する投資法人の営業期間開始の日から３年

以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]においていずれも資産の運用

が新たに開始されることによる投資法人の営業収益の増加額が当該投

資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると見込まれ、

かつ、資産の運用が新たに開始されることとなるために当該投資法人

が特別に支出する額 [10]の合計額が当該投資法人の最近営業期間の末日

における固定資産の帳簿価額の１０％未満であると見込まれること。 

 

[1] 取引府令５５条の５第１項１号、６号、７号、８号（〔１〕及び〔７〕㈡

〈３号〉〈４号〉〈６号〉）に定める軽微基準について、投資法人の営業期間が

６カ月であるときは、「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間（１の特定

営業期間の末日の翌日に開始するものに限る）」と、「最近営業期間の営業収

益」とあるのは「最近２営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、適用

する（取引府令５５条の５第２項）。 

[2] 資産運用会社への資本的影響力の変更が見込まれない場合を軽微基準該

当とする。 

[3] 法１６６条２項５号ニの「会社の分割」と用語が異なっている。 

[4] イは資産運用会社の変更が実質的にない場合、ロは資産運用会社への資本

的影響力の変更がない場合である。 
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[5] 法１６６条２項５号ホの「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」と用語

が異なっている。 

[6] 法１６６条２項１２号ロと同様に投資法人の資産の運用の継続を困難に

する点で、投資者の投資判断への影響があると考えられる。複数の上場投資

法人等からの委託を受けて資産の運用を行う資産運用会社が当該上場投資法

人等ではない他の上場投資法人等の資産の運用を休止、廃止することは本号

に該当しない。 

[7] 投資法人の資産の運用としての賃貸建物の建替え、そのための賃借人への

退去要請は、投資法人の営業収益の減少をもたらすもので、これにあたる。 

[8] その意義は施行令２８条８号に同じ。 

[9] 法１６６条２項１２号イと同様の投資者の投資判断への影響があると考

えられる。オフィスのみを対象としていた投資法人について、マンションも

対象資産として実際に取得することを決定した場合は、投資法人の営業収益

の増加をもたらすもので、これにあたる。 

[10] 不動産の取得価額のほか、取得のための必要費用、増改築費用を含む。 

 

５ 資産運用会社の発生事実（法１６６条２項１３号） 

 資産運用会社に、以下の法１６６条２項１３号イからニに掲げる事実が発生

したことが、重要事実となる。 

〔１〕 金融商品取引業者の登録の取消し、業務停止命令、これらに準ずる行

政庁の処分（１３号イ） 

  法５２条１項の規定による法２９条の金融商品取引業者の登録の取消し、

同項の規定による上場投資法人等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務

の停止の処分、その他これらに準ずる行政庁による法令の処分である。 

  資産運用会社の運用行為は、法２条８項１２号イの金融商品取引業に該当

し、法２８条４項１号の投資運用業として法２９条による登録を要する。法

５２条１項により金融商品取引業の登録が取り消された場合、同項の規定に

より６カ月以内の業務の全部又は一部の停止命令がなされた場合、資産運用

行為が行えなくなるので重要事実とされた。 

  これに準ずる行政庁による法令に基づく処分は、資産運用会社の資産運用

業務の全部又は一部が行えなくなる内容の処分をいう。 

・軽微基準（取引府令５５条の６第１項１号） 

  法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から３

年以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]においていずれも処分による投資

法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１

０％未満であると見込まれること。 

12 
 



172 頁 19 行目～180 頁末行 
（別紙 3） 

〔２〕 特定関係法人の異動（１３号ロ） 

  資産運用会社を支配する会社、資産運用会社の利害関係人等（投信法２０

１条１項）のうち特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行う法人など、

法１６６条５項１号又は２号に該当する者の異動は、資産運用会社の資産運

用に影響を及ぼすので、重要事実とされた。 

〔３〕 主要株主の異動（１３号ハ） 

  その意義は法１６６条２項２号ロと同じである。本号の趣旨は前号と同じ

である。 

〔４〕 政令で定める事項（１３号ニ） 

㈠ 法１６６条２項１３号イからハに掲げる事実に準ずる事実として政令で定

める事実が、法１６６条２項１０号ハと同様に規定された。これに基づいて

施行令２９条の２の５が規定された。 

㈡ 施行令２９条の２の５〈１号〉から〈５号〉で定める事項は、次のとおり

である。 

 〈１号〉 当該上場投資法人等（施行令２９条の２の３第４号）から委託さ

れた資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は

当該訴えについて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結したこと 

・軽微基準（取引府令５５条の６第１項２号） 

イ 訴えが提起されたことにあっては、請求が訴えの提起後直ちに訴

えのとおり認められて敗訴したとした場合、訴えの提起された日の

属する投資法人の営業期間開始の日から３年以内に開始する投資法

人の各営業期間 [1]においていずれも敗訴による投資法人の営業収益

の減少額が、当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未

満であると見込まれること。 

ロ 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しく

は一部が裁判によらずに完結したこと（以下、「判決等」という）に

あっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場

合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が

裁判によらずに完結した場合であって、判決等の日の属する投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期

間 [1]においていずれも判決等による投資法人の営業収益の減少額が

当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると見

込まれること。 

 〈２号〉 当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る事業の差止

めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと
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又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと 

・軽微基準（取引府令５５条の６第１項３号） 

イ 仮処分の申立てがなされたことにあっては、仮処分命令が申立て

後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、申立ての日の属す

る投資法人の営業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の

各営業期間 [1]においていずれも仮処分命令による投資法人の営業収

益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未

満であると見込まれること。 

ロ 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は申立てに係

る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと（以下、

「裁判等」という）にあっては、裁判等の日の属する投資法人の営

業期間開始の日から３年以内に開始する投資法人の各営業期間 [1]に

おいていずれも裁判等による投資法人の営業収益の減少額が当該投

資法人の最近営業期間の営業収益 [1]の１０％未満であると見込まれ

ること。 

 〈３号〉 債権者その他の当該上場投資法人等の資産運用会社（投信法２条

１９項）以外の者による破産手続開始の申立て等（施行令２８条の２第

５号） 

 〈４号〉 不渡り等（施行令２８条の２第６号） 

 〈５号〉 特定関係法人（法１６６条５項）に係る破産手続開始の申立て等 [2] 

 

[1] 取引府令５５条の６第１項各号（〔１〕及び〔４〕㈡〈１号〉〈２号〉）に

定める軽微基準について、投資法人の営業期間が６カ月であるときは、「各営

業期間」とあるのは「各特定営業期間（１の特定営業期間の末日の翌日に開

始するものに限る）」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近２営

業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、適用する（取引府令５５条の６

第２項）。 

[2] 特定関係法人は、資産運用会社に対し、資本関係、取引関係を通じて影響

を有する。 

 

６ 上場投資法人等のバスケット条項（法１６６条２項１４号） 

 法１６６条２項９号から１３号までを除き、上場会社等である上場投資法人

等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの。 

 その意義は、法１６６条２項４号と同じである。 
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㈢ 公開買付けに準ずる買集め行為 

 ⒜ 法２７条の２第１項に規定する公開買付けに準ずるものとして政令で定

めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若

しくは取扱有価証券に該当する株券[6]又は投資証券等の発行者である会社

の発行する株券等を買い集める者（その者と共同して買い集める者がいる

場合には、当該共同して買い集める者を含む）が自己又は他人（仮設人を

含む）の名義をもって買い集める当該株券等に係る議決権の数の合計が、

当該株券等の発行者である会社の総株主等の議決権の５％以上である場合

における当該株券等を買い集める行為（以下、「買集め行為」という）であ

る。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前

における株券等所有割合（自己又は他人の名義をもって所有する当該株券

等に係る議決権の数の合計を当該会社の総株主等の議決権の総数で除して

得た割合をいう）が５％未満である場合には、当該買集め行為のうち株券

等所有割合が５％に達した後の当該行為に限られる（施行令３１条）。 

⒝① 買集めの客体（対象） 

  買い集める行為の客体（対象）は、金融商品取引所に上場されており又は

取扱有価証券に該当する株券[6]又は投資証券等の、発行者である会社の発行

する「株券等」である。「株券等」とは、「株券[7]、新株予約権証券[8]、新株

予約権付社債券[9]」、「投資証券等[10]」、「新投資口予約権証券等」[10-2]（施行

令１条の４第１号）と『内閣府令で定める有価証券』である。 

  『内閣府令で定める有価証券』は、取引府令５７条６項で定める、次の〈１

号〉〈２号〉に掲げる有価証券である。 

 〈１号〉 有価証券信託受益証券で株券、新株予約権証券、新株予約権付社

債券[11]、投資証券等[12]又は新投資口予約権証券等[12-2]を受託有価証

券とするもの（株券等信託受益証券） 

 〈２号〉 法２条１項２０号に掲げる有価証券で、株券、新株予約権証券、

新株予約権付社債券[11]、投資証券等[12]又は新投資口予約権証券等
[12-2]に係る権利を表示するもの（株券等預託証券） 

② 買い集める者（主体） 

  買集めは、自己名義のほか、他人名義、仮設人名義も含む。買い集める者

が１人でなく複数の場合、共同して買い集めるときはその数名が買集めの主

体となる。 

  「共同して買い集める」とは、買集めの対象となる株券等を買い付けるこ

とについての合意がある場合を意味する。第３編第４章３〔６〕㈣で詳述す

る。 

③ ５％以上の算出 



２２５頁２２行目～２２９頁７行目 

（別紙３－２） 

2 

 

  買集め行為は、買い集める当該株券等に係る議決権の数の合計が、当該株

券等の発行者である会社の総株主等に係る議決権の数の５％以上の場合で

ある。 

  ５％は、公開買付け手続を要求される取引所金融商品市場外における株券

等の５％超の買付けについての法２７条の２第１項１号、大量保有報告書の

提出を義務づけられる株券等保有割合５％超の保有者についての法２７条

の２３第１項と同じ割合である。 

  計算式は、買い集める株券等に係る議決権の数[13]の合計÷株券等の発行

者の総株主等の議決権[14]、である。 

④ 買集め行為（取引） 

  買集め行為は、株券等の優勝の譲受けで、取引所金融商品市場による取引

だけでなく市場外の相対取引でもよい。株式等売渡請求（会社法１７９条）

による買集めは除かれる。 

  新発株券等の原始取得は含まれない[15]。相続、合併等の包括承継による

株券等の取得も含まれない[16]。 

⑤ 施行令３１条本文と但書 

  施行令３１条本文により、買集め行為は発行済株式総数の５％以上を買い

集める行為である。例えば、総株主等の議決権の８％以上を買集める場合で

ある。買集めを決定した者が対象会社の株主である場合でも、総株主等の議

決権のうち５％以上を買い集める場合でなければならない。例えば、総株主

等の議決権の４％を保有する株主が、９％未満まで買増しする場合、発行済

株式総数の４０％を保有する株主が、４５％未満まで買増しする場合は、い

ずれも買集め行為はないので、防戦買いもできない。 

 同条但書により、総株主等の議決権の５％以上の買集めを決定した者が、

対象会社の総株主等の議決権のうち５％未満の株主である場合又は株主で

ない場合は、買集め行為を開始した後５％を超えて株式を取得したときに買

集め行為が成立する。従って、それ以降取締役会の決定による要請に基づく

防戦買いができる。これは脱法行為の防止（インサイダー取引規制を免れる

ための安易な防戦買いの要請がなされる）のためである。例えば、総株主等

の議決権の４％を保有する株主が総株主等の議決権の９％以上に買増しす

る場合、買集め行為開始後総株主等の議決権の５％を超えて取得したときか

ら防戦買いができる。株主でない者が総株主等の議決権の５％以上に買い集

める場合も買集め行為開始後総株主等の議決権の５％を超えて取得したと

きから防戦買いができる。但書は、公開買付けではなく、もっぱら防戦買い

の要件を限定する機能を有するにすぎない[17]。 
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[6] 外国の者の発行する証券又は証書で、株券の性質を有するものを含む。 

[7] 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。 

また、次の取引府令５７条１項〈１号〉〈２号〉に掲げるものが除かれる。 

〈１号〉 株主総会において決議をする事ができる事項の全部につき議決

権を行使することができない株式に係る株券 

〈２号〉 外国の者の発行する証券又は証書で〈１号〉に掲げる有価証券

の性質を有するもの 

[8] 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を含む。  

また、次の取引府令５７条２項〈１号〉〈２号〉に掲げるものを除く。 

〈１号〉 新株予約権証券のうち、注[7]〔１号〕に掲げる株式のみを取得

する権利を付与されているもの 

〈２号〉 外国の者の発行する証券又は証書で〈１号〉に掲げる有価証券

の性質を有するもの 

[9] 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債の性質を有するも

のを含む。 

また、次の取引府令５７条３項〈１号〉〈２号〉に掲げるものを除く。 

〈１号〉 新株予約権付社債券のうち注[7]〈１号〉に掲げる株式のみを取

得する権利を付与されているもの 

〈２号〉 外国の者の発行する証券又は証書で〈１号〉に掲げる有価証券

の性質を有するもの 

[10] 外国投資証券（取引府令１条２項４号）で投資証券に類する証券のうち

投資主総会において決議することのできる事項の全部につき議決権を行使で

きない投資口に係るものを除く（取引府令５７条４項）。 

[10-2] 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券のうち投資主総会に

おいて決議することができる事項の全部につき議決権を行使できない投資口

のみを取得する権利を付与されているものを除く（取引府令５７条５項、４

項）。 

[11] 外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を含むも

のとし、注[7] [8] [9]の各〈１号〉〈２号〉に掲げるものを除く。 

[12] 取引府令５７条４項（注[10-2]）に規定するものを除く。 

[12-2] 新投資口予約権証券及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する

証券をいい、取引府令５７条４項（注[10]）に規定するものを除く。 

[13] 株券（外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含

む）については株式に係る議決権（社債等振替法１４７条１項又は１４８条

１項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む）

の数を、投資証券等については投資口に係る議決権（同法２２８条１項にお
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いて準用する同法１４７条１項または１４８条１項の規定により発行者に対

抗できない投資口に係る議決権を含む）の数を、その他のものについては取

引府令５７条７項〔１号〕から〔５号〕に規定された次に掲げる方法により

株式又は投資口に係る議決権の数に換算した数とする。 

   〔１号〕 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に

係る議決権の数とする方法 

   〔２号〕 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に

付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数

とする方法 

   〔３号〕 外国の者の発行する証券又は証書で新株の性質を有するもの

については、株式に係る議決権の数とし、新株予約権証券又は

新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人

の発行する証券又は証書に準じて株式に係る議決権に換算した

数とする方法 

   〔３号の２〕 新投資口予約証券については、新投資口予約権の目的で

ある投資口に係る議決権の数とする方法 

   〔３号の３〕 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券につい

ては、投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換

算した投資口に係る議決権の数とする方法 

   〔４号〕 株券等信託受益証券（取引府令５７条６項１号）については、

次のイからリに掲げる受託有価証券の区分に応じ、それぞれイ

からリに掲げる数とする方法 

       イ 株券……当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内

容である株式に係る議決権の数 

       ロ 新株予約権証券……当該株券等信託受益証券に表示される

受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的であ

る株式に係る議決権の数 

       ハ 新株予約権付社債券……当該株券等信託受益証券に表示さ

れる受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されてい

る新株予約権の目的である株式に係る議決権の数 

       ニ 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するも

の……当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容で

ある株式に係る議決権の数 

       ホ 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新

株予約権付社債券の性質を有するもの……内国法人の発行す

る証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権数 
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       ヘ 投資証券……当該株券等信託受益証券に表示される受益権

の内容である投資口に係る議決権の数 

       ト 新投資口予約権証券……当該株券等信託受益証券に表示さ

れる受益権の内容である新投資口予約権証券の新投資口予約

権の目的である投資口に係る議決権の数 

       チ 外国投資証券で投資証券に類する証券……当該株券等信託

受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決

権の数 

       リ 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券……投資

法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口

に係る議決権の数 

   〔５号〕 株券等預託証券（取引府令５７条６項２号）については、次

のイからリに掲げる当該株券等預託証券に表示される権利に係

る有価証券の区分に応じそれぞれイからリに掲げる数とする方

法 

       イ 株券……当該株券等預託証券に表示される権利の目的であ

る株式に係る議決権の数 

       ロ 新株予約権証券……当該株券等預託証券に表示される権利

の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式

に係る議決権の数 

       ハ 新株予約権付社債券……当該株券等預託証券に表示される

権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株

予約権の目的である株式に係る議決権の数 

       ニ 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するも

の……当該株券等預託証券に表示される権利の目的である株

式に係る議決権の数 

       ホ 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新

株予約権付社債券の性質を有するもの……内国法人の発行す

る証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権数 

       ヘ 投資証券……当該株券等預託証券に表示される権利の目的

である投資口に係る議決権の数 

       ト 新投資口予約権証券……当該株券等預託証券に表示される

権利の目的である新投資口予約権証券の新投資口予約権の目

的である投資口に係る議決権の数 

       チ 外国投資証券で投資証券に類する証券……当該株券等預託

証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決
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権の数 

       リ 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券……投資

法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口

に係る議決権の数 

[14] 施行令２条の１２の３第６号ロ、法２９条の４第２項（第２章第３節〔２〕

注〔１〕参照）。 

[15] 三國谷１５２頁。 

[16] 三浦他・商事法務１７２０号５３頁。 

[17] 同旨；堀本・商事法務１１７８号３０頁。 
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〔２〕 買集め行為 

  法１６７条の公開買付け等の第２は、法２７条の２第１項に規定する公開

買付けに準ずるものとして政令で定めるもので、施行令３１条に規定されて

いる「買集め行為」である。 

㈠ 公開買付けに準ずるものとして政令で定めるものは、金融商品取引所に上

場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券[1]

又は投資証券等の発行者である会社の発行する株券等を買い集める者（その

者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含

む）が自己又は他人（仮設人を含む）の名義をもって買い集める当該株券等

に係る議決権の数の合計が、当該株券等の発行者である会社の総株主等の議

決権の５％以上である場合における当該株券等を買い集める行為（以下、「買

集め行為」という）である。 

㈡① 買集めの客体（対象） 

   買い集める行為の客体（対象）は、金融商品取引所に上場されており又

は取扱有価証券に該当する株券[1]又は投資証券等の、発行会社の発行する

「株券等」である[2]。「株券等」とは、「株券[3]、新株予約権証券[4]、新株予

約権付社債券[5]」、「投資証券等」（施行令１条の４第１号）[6]、「新投資口予

約権証券等」[6-2]と『内閣府令で定める有価証券』である。『内閣府令で定

める有価証券』は、次の取引府令５７条６項〈１号〉〈２号〉に掲げる有価

証券である。 

  〈１号〉株券等信託受益証券 

      有価証券信託受益証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付

社債券（外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の

性質を有するものを含むものとし、注[3] [4] [5]の各〔１号〕〔２

号〕に掲げるものを除く）又は投資証券等（投資証券及び外国投資

証券で投資証券に類する証券をいい、注[6]の外国投資証券を除く）

を受託有価証券とするもの 

  〈２号〉株券等預託証券 

      預託証券（法２条１項２０号に掲げる有価証券）で、株券、新株

予約権証券、新株予約権付社債券（外国の者の発行する証券又は証

書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、注[3] 

[4] [5]の各〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く）又は投資証券等

（投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、注[6]

の外国投資証券を除く）に係る権利を表示するもの 

 ② 買い集める者（主体） 

   買集めは、自己名義のほか、他人名義、仮設人名義も含む。買い集める
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者が１人でなく複数の場合、共同して買い集めるときはその数名が買集め

の主体となる。 

   「共同して買い集める」とは、買集めの対象となる株券等を買い付ける

ことについての合意がある場合を意味する。第４章３〔６〕㈣で詳述する。 

 ③ ５％以上の算出 

   計算式は、買い集める株券等に係る議決権の数[7]の合計÷株券等の発行者

の総株主等[8]の議決権 

 ④ 買集め行為（取引） 

   買集め行為は、株券等の有償の譲受けで、取引所金融商品市場による取

引だけでなく市場外の相対取引でもよい。株式等売渡請求（会社法１７９

条）による買集めは除かれる。 

   新発株券等の原始取得は含まれない[9]。相続、合併等の包括承継による株

券等の取得も含まれない[10]。 

 ⑤ 施行令３１条本文と但書 

   施行令３１条本文により、買集め行為は総株主等の議決権の５％以上を

買い集める行為である。例えば、総株主等の議決権の８％以上を買い集め

る場合である。買集めを決定した者が対象会社の株主である場合でも、総

株主等の議決権の４％を保有する株主が、９％未満まで買増しする場合、

発行済株式総数の４０％を保有する株主が、４５％未満まで買増しする場

合は、いずれも買集め行為ではない。 

   施行令３１条但書は、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開

始する直前における株券等所有割合（自己又は他人の名義をもって所有す

る当該株券等に係る議決権の数の合計を当該会社の総株主等の議決権の総

数で除して得た割合をいう）が５％未満である場合には、当該買集め行為

のうち株券等所有割合が５％を超える部分に係るものに限る旨規定する。 

   買い集める者が株券等の発行会社の株券等を保有していない状況で、総

株主等の議決権の６％を買い集めることについての決定をした場合は、そ

の決定の時点で公開買付け等の実施に関する事実となる[11]。買い集めた株

券等が総株主等の議決権の５％を超えた時に公開買付け等実施に関する事

実となるものではない。但書は、もっぱら防戦買いの要件を限定する機能

を有するにすぎない[12]。 

 

[1] 外国の者の発行する証券又は証書で、株券の性質を有するものを含む。 

[2] 金融庁もこの立場をとるようである。第１章注[3]の立場をとる三浦・商

事法務１７２０号５２頁は同旨となると思われる。 

   これに対し、松尾５６９頁は、法１６７条１項の「これに準ずる行為とし
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て政令で定めるもの」を、上場等株券等の買集め行為とする。この立場では、

施行令３１条の「株券等」であるが「上場等株券等」に当たらない未上場の

種類株式・新株予約権証券・新株予約権付社債券の買集めは、法１６７条１

項の「公開買付け等」に当たらないことになる。 

[3] 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。次の

取引府令５７条１項〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く。 

    〔１号〕 株主総会において決議することができる事項の全部につき議

決権を行使することができない株式に係る株券 

    〔２号〕 外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に掲げる有価証

券の性質を有するもの（第２編第４章６〔２〕㈢注[7]参照）。 

[4] 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を含む。次の取

引府令５７条２項〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く。 

    〔１号〕 新株予約権証券のうち、注[3]〔１号〕に掲げる株券のみを

取得する権利を付与されているもの 

    〔２号〕 外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に掲げる有価証

券の性質を有するもの 

[5] 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有する

ものを含む。次の取引府令５７条３項〔１号〕〔２号〕に掲げるものを除く。 

    〔１号〕 新株予約権付社債券のうち注[3]〔１号〕に掲げる株式のみ

を取得する権利を付与されているもの 

    〔２号〕 外国の者の発行する証券又は証書で〔１号〕に掲げる有価証

券の性質を有するもの 

[6] 外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資株主総会において決議

することのできる事項の全部につき議決権を行使できない投資口に係るもの

を除く（取引府令５７条４項）。 

[6-2] 外国投資証券で新投資口予約権証券に類するもののうち[6]の取引府令

５７条４項に規定する投資口のみを取得する権利を付与されているもの

（同条５項）を除く。 

[7] 第２編第４章６〔２〕㈢注[13]参照。 

[8] 施行令２条の１２の３第６号ロ、法２９条の４第２項（第２編第２章第３

節〔２〕注[1]参照）。 

[9] 三國谷１５２頁。 

[10] 三浦他・商事法務１７２０号５３頁。 

[11] 土持他２８１頁は、「６パーセントの株券等を買い集めるという決定は、

その決定の内容として」「５パーセントを超える部分の株券等を買い集める行

為を含んでいることから、当該決定は、公開買付け等の実施に関する事実に
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当たる。」と説明する。 

[12] 同旨；堀本・商事法務１１７８号３０頁。 
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〔１０〕 対抗的公開買付（法１６７条５項８号） 

㈠ 特定公開買付者等関係者から当該公開買付け等実施に関する事実の伝達を

受けた者が、株券等に係る株券等の買付け等をする場合で、 

 ① 当該伝達を受けた者が法２７条の３第１項[1]の規定により行う公開買付

開始公告において次のイ、ロ、ハに掲げる事項が明示され、かつ、 

 ② 次のイ、ロ、ハに掲げる事項が記載された当該伝達を受けた者の提出し

た同条２項[1]の公開買付届出書が法２７条の１４第１項[1]の規定により公

衆の縦覧に供された場合、適用が除外される。 

  イ 当該伝達を行った者の氏名又は名称 

  ロ 当該伝達を受けた時期 

  ハ 当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実[2]の内容[3]として

次の取引府令６２条の２〈１号〉〈２号〉〈３号〉に掲げる区分に応じ、〈１

号〉〈２号〉〈３号〉掲げる事項 

   〈１号〉 上場等株券等（法１６７条１項）の法２７条の２第１項に規

定する公開買付け[4]の実施に関する事実の内容の伝達を受けた

場合……当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者[5]から

伝達を受けた事項であって、次のイ、ロ、ハに掲げるもの 

       イ 当該公開買付けに係る公開買付者等[6]の氏名又は名称及び

住所又は所在地 

       ロ 当該公開買付けに係る買付け等[7]の対象となる株券等の発

行者の名称及び当該株券等の種類 

       ハ 当該公開買付けに係る買付け等の期間、買付け等の価格[8]、

買付予定株券等の数[9]及び法２７条の１３第４項各号に掲げ

る条件の内容 

〈２号〉 施行令３１条に規定する買集め行為の実施に関する事実の内容

の伝達を受けた場合……当該買集め行為に係る特定公開買付者

等関係者から伝達を受けた事項であって、次のイ、ロ、ハに掲げ

るもの 

       イ 当該買集め行為に係る公開買付者等の氏名又は名称及び住

所又は所在地 

       ロ 当該買集め行為の対象となる株券等[10]の発行者の名称及び

当該株券等の種類 

       ハ 当該買集め行為に係る買付けの期間、買付けの価格及び買

付け予定の株券等の数 

〈３号〉 上場株券等の法２７条の２２の２第１項に規定する公開買付け

の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合……当該公開買



２９４頁３行目～２９５頁２８行目 

（別紙３－４） 

2 

 

付けに係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であ

って、次のイ、ロ、ハに係るもの 

    イ 当該公開買付けに係る公開買付者等の名称及び所在地 

ロ 当該公開買付けに係る買付け等[11]の対象となる上場株券等

の発行者の名称及び当該上場株券等の種類 

ハ 当該公開買付けに係る買付け等の期間、買付け等の価格[12]、

買付け予定の上場株券等の数[13]及び法２７条の２２の２第２

項において準用する法２７条の１３第４項２号に掲げる条件

の内容 

㈡ 特定公開買付者等関係者とは、公開買付者等関係者[14]であって、１項各号

の定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知

ったものをいう。 

  特定公開買付者等関係者から公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受

けた者は、情報受領者として法１６７条３項の規制を受ける。例えば、施行

令３１条の買集め行為の決定をした者が、対象会社（発行者）にそれを伝達

した場合、発行者とその役員等は法１６７条１項５号に該当し、さらにそれ

が自ら公開買付け（法２７条の２）を実施しようと考えていた者に伝達され

ると、その者は法１６７条３項により売買等ができない。 

  買集め者の株券等の買付け等が可能であり、伝達を受けた公開買付けを行

う予定の者が買付け不能であるのは不均衡である。場合によっては買集め者

が他の潜在的な買収者に対して買集めの公開買付け等実施に関する事実を伝

達して潜在的買収者による買付けを妨げることができる[15]。そこで、企業買

収に関する公正な競争（敵対的買収におけるホワイトナイトによる公開買付

けなど）や有価証券取引の円滑化を図る観点から適用除外とされた[16]。 

  適用除外の要件として、①伝達を受けた公開買付けをする者が、公開買付

開始公告で先行する買集め等の公開買付け等の実施に関する事実の内容、伝

達をした者、伝達の時期を記載し、②それが公開買付届出書に記載[17]されて

公衆縦覧に供された場合に適用除外になるものとした。①②により一般の投

資家にも情報が開示され、伝達を受けた買付け等を行う者の取引が有利・不

公平なものと評価されるものでなくなるからである。従って、公開買付開始

公告をし、届出書を提出した後の買付け等が適用除外となる[18]。 

㈢ 伝達を受けた者は、法人とそれ以外の者がありうる。法人であるときはそ

の役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含

む。 

  伝達を受けた者が法人であるときは、法１６７条３項後段の他の役員等も

本号の適用除外を受ける。 
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[1] 法２７条の２２の２第２項において準用する場合を含む（法１６７条４

項）。 

[2] 公開買付け等中止に関する事実を含まない。公表がされた公開買付け等中

止に関する事実は、中止が決定されれば間もなく公表がされることが一般で

あるため。 

[3] 伝達者から聞いた内容を正確に記載する。聞いた内容において〈１号〉〈２

号〉〈３号〉に掲げる事項の一部が未定であったり、伝達されなかったりした

場合は、可能な限り記載すれば、本号により適用除外とされる。 

[4] 法２７条の２第１項本文の適用を受ける場合に限る。 

[5] 法１６７条５項８号。 

[6] 法１６７条１項。 

[7] 法２７条の２第１項。 

[8] 法２７条の２第３項。 

[9] 法２７条の３第１項。 

[10] 施行令３１条。 

[11] 法２７条の２２の２第１項。 

[12] 法２７条の２２の２第２項において準用する法２７条の２第３項。 

[13] 法２７条の２２の２第２項において読み替えて準用する法２７条の３第

１項。 

[14] 元公開買付者等関係者を含む（法１６７条３項）。 

[15] 齊藤他・金融法務事情１９８０号１０６頁は、このほかに、次のような

支障を指摘する。「公開買付けの実施を決定した者（提案者）が他の者（被提

案者）に共同公開買付けを提案したものの協議不調となった場合、被提案者

は、競争関係にある提案者が公開買付け実施の公表を行うまでの間、対象会

社の株式の買付けができなくなる。また、被提案者が提案者の公開買付け実

施の有無について確認できなくなることにより、仮に提案者が公開買付け実

施を取り止めていたとしても対象会社の株式の買付けができなくなってしま

う。」 

[16] 対抗的に株券等の買集めを行う場合、法２７条の３第１項の公告や２項

の公開買付届出書の提出はないので、本号の適用除外はない。 

[17] 公開買付届出書の記載については公開買付府令「第二号様式」第５，５

及び記載上の注意（３４）、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令「第二号様式」第５，５及び記載上の注意（１８）参照。 

[18] 文理上、買付け等をする「場合」は、公告において明示され、かつ、公

開買付届出書が公衆縦覧に供された「場合」に限定されている。 
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２ インサイダー取引の課徴金額 

平成１６年改正法による課徴金の水準については、違反者が違反行為によっ

て得た経済的利得相当額が基準とされた。 

平成２０年法律第６５号による金融商品取引法の改正で、引き続き利得相当

額をもととすることにしつつ、金額の引上げが図られた。 

〔１〕 法１６６条違反の課徴金（法１７５条１項） 

  課徴金の額は、次の同項〈１号〉から〈３号〉である [1]。２つ以上に当た

るときはその合計額である。 

〈１号〉 法１６６条１項又は３項に違反して、自己の計算において有価証

券の売付け等をした（重要事実の公表日以前６カ月以内に行われた

もの [2]に限る [3]）場合 

     （有価証券の売付け等の価格×売付け等の数量）－（重要事実の

公表がされた後２週間の最も低い価格×売付け等の数量） 

  〈２号〉 法１６６条１項又は３項に違反して、自己の計算において有価証

券の買付け等をした（重要事実の公表日以前６カ月以内に行われた

もの [2]に限る）場合 

      （重要事実の公表がされた後２週間の最も高い価格×買付け等の

数量）－（有価証券の買付け等の価格×買付け等の数量） 

  〈３号〉 法１６６条１項に規定する売買等をした者が、自己以外の計算

において売買等した場合 [4]（法１７５条９項の役員等が売買等した

場合 [5]を除く） 

      次のイ又はロに掲げる売買等をした者の区分に応じ、各イ又はロ

に定める額 

     イ 運用対象財産 [6]の運用として売買等を行った者 

  ①売買等をした日の属する月 [7]における運用対象財産のうち売

買等をした違反者が業として行う [8]、次の課徴金府令１条の２１

第１項〔１号〕から〔４号〕に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるもの [9]の②運用の対価の額に相当する額として下記の【課徴

金府令１条の２１第２項】に定める額に、③３を乗じて得た額 [10] 

〔１号〕 法２８条４項１号に掲げる行為（法２条８項１２号イ

の登録投資法人との資産の運用に係る契約に係るものに

限る）・・・・・・当該契約の相手方である登録投資法人

から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その他の財産

のうち、当該売買等〔算定対象取引〕に係る利益又は損

失が帰属するもの 

〔２号〕 法２８条４項１号に掲げる行為（〔１号〕に掲げるもの 
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を除く）・・・・・・投資一任契約（法２条１項１２号ロ）

の相手方から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その

他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰

属するもの 

〔３号〕 法２８条４項２号に掲げる行為（投資信託・外国投資

信託の受益証券〔法２条１項１０号〕に表示される権利

を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用行

為〔法２条８項１４号〕）・・・・・・違反者が拠出を受

けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引

に係る利益又は損失が帰属するもの 

〔４号〕 法２８条４項３号に掲げる行為（金融商品の価値等の

分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又は

デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、イ 

信託法の受益証券発行信託の受益証券〔法２条１項１４

号、１７号〕、ロ 信託の受益権〔同条２項１号、２号〕、

ハ 集団投資スキーム持分〔同項５号、６号〕の権利を

有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の

運用行為〔法２条８項１５号〕）・・・・・・イ、ロ、ハ

の権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う

金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は

損失が帰属するもの 

【課徴金府令１条の２１第２項】 

       算定対象取引が行われた日の属する月 [7]について違反者に上記

〔１号〕から〔４号〕に定める財産の運用の対価として支払われ

又は支払われるべき金銭その他の財産 [11]〔運用報酬〕の価額 [12]

の総額とし、当該総額が算出できない場合は、当該算定対象取引

をした価格にその数量を乗じて得た額を１０で除して得た額とす

る [13]。 

 

ロ イに掲げる者以外の者 

       算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に

支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額 [14]の総額

（課徴金府令１条の２１第３項） 

〔２〕 法１６７条違反の課徴金（法１７５条２項） 

課徴金の額は、次の同項〈１号〉から〈３号〉である [15][16]。２つ以上に当

たるときはその合計額である。 
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 〈１号〉 法１６７条１項又は３項に違反して [17]、自己の計算において有価

証券の売付け等をした（公開買付け等の実施に関する事実又は公開

買付け等の中止に関する事実の公表日以前６カ月以内に行われたも

の [2]に限る）場合 

（有価証券の売付け等の価格×売付け等の数量）－（公開買付け

等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表

がされた後２週間の最も低い価格×売付け等の数量） 

〈２号〉 法１６７条１項又は３項に違反して [17]、自己の計算において有価

証券の買付け等をした（公開買付け等の実施に関する事実又は公開

買付け等の中止に関する事実の公表日以前６カ月以内に行われたも

の [2]に限る）場合 

      （公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関

する事実の公表がされた後２週間の最も高い価格×買付け等の数

量）－（有価証券の買付け等の価格×買付け等の数量） 

〈３号〉 法１６７条１項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る

買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、自

己以外の者の計算において買付け等又は売付け等した場合 

      次のイ又はロに掲げる買付け等又は売付け等をした者の区分に応

じ、各イ又はロに定める額 

イ 運用対象財産 [6]の運用として買付け等又は売付け等を行った者 

       ①買付け等又は売付け等をした日の属する月 [7]における運用対

象財産のうち特定株券等又は関連株券等に係る買付け等又は株券

等に係る売付け等をした違反者が業として行う [8]、次の課徴金府

令１条の２１第４項〔１号〕から〔４号〕に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるもの [9]の②運用の対価の額に相当する額として

下記の【課徴金府令１条の２１第５項】に定める額に、③３を乗

じて得た額 [18] 

〔１号〕 法２８条４項１号に掲げる行為（法２条８項１２号イ

の登録投資法人との資産の運用に係る契約に係るものに

限る）・・・・・・当該契約の相手方である登録投資法人

から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その他の財産

のうち、当該特定株券等又は関連株券等に係る買付け等

又は株券等に係る売付け等〔算定対象取引〕に係る利益

又は損失が帰属するもの 

〔２号〕 法２８条４項１号に掲げる行為（〔１号〕に掲げるもの

を除く）・・・・・・投資一任契約（法２条１項１２号ロ）
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の相手方から違反者が委託を受けて運用を行う金銭その

他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰

属するもの 

      〔３号〕 法２８条４項２号に掲げる行為（投資信託・外国投資

信託の受益証券〔法２条１項１０号〕に表示される権利

を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用行

為〔法２条８項１４号〕）・・・・・・違反者が拠出を受

けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引

に係る利益又は損失が帰属するもの 

〔４号〕 法２８条４項３号に掲げる行為（金融商品の価値等の

分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又は

デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、イ 

信託法の受益証券発行信託の受益証券〔法２条１項１４

号、１７号〕、ロ 信託の受益権〔同条２項１号、２号〕、

ハ 集団投資スキーム持分〔同項５号、６号〕の権利を

有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の

運用行為〔法２条８項１５号〕）・・・・・・イ、ロ、ハ

の権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う

金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は

損失が帰属するもの 

【課徴金府令１条の２１第５項】 

       算定対象取引が行われた日の属する月 [7]について違反者に上記

〔１号〕から〔４号〕に定める財産の運用の対価として支払われ

又は支払われるべき金銭その他の財産 [11]〔運用報酬〕の価額 [12]

の総額とし、当該総額が算出できない場合は、当該算定対象取引

をした価格にその数量を乗じて得た額を１０で除して得た額とす

る [13]。 

 

ロ イに掲げる者以外の者 

       算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に

支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額 [14]の総額

（課徴金府令１条の２１第６項） 

 

[1] 平成２０年改正前では、法１７５条１項１号ロの「公表がされた後２週間 

における最も低い価格」は「公表がされた後における価格」、同項２号イの「公

表がされた後２週間における最も高い価格」は「公表がされた後における価
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格」であった。重要事実公表後の反対売買により期待しうる取引の利益を基

準とした課徴金額に引き上げられた。 

[2] 公表がされた日に行われたものは、公表がされた後に行われたものを除く。 

[3] 売買等の時点と重要事実の公表の間の期間が長期であれば、公表後（２週

間内）の価格が経済情勢、政治情勢により変動するなどし、売付け価格との

差額の金銭的負担を課すことが過大となるおそれがあるので、６カ月以内に

限定されている。〈３号〉の他人の計算による売買等は、〈１号〉、〈２号〉と

計算方法が異なり、６カ月の限定はない。 

[4] 平成２４年改正前は金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の顧

客・権利者の計算において売買等をした場合に課せられたが、改正後は金融

商品取引業者等であるか否かを問わず他人の計算（自己以外の計算）におい

て売買等をした場合に課することとした。 

  平成２４年改正による課徴金額は、自己以外の計算においてインサイダー

取引をした場合、取引に係る手数料、報酬その他の対価として内閣府令で定

める額の課徴金とされ（法１７５条１項３号、２項３号）、資産運用として取

引をした場合は月額運用報酬×対象取引÷運用対象財産総額が、それ以外の

場合は対象取引の対価として支払われた額が課徴金額とされていた（課徴金

府令１条の２１第１項、２項）。 

  平成２５年改正により３カ月分の運用財産についての報酬の金額が課徴金

額とされた。 

[5] 後記３注[1]。 

[6] 法２８条４項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が法４２条

１項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう（法１７３

条１項４号イ）。 

[7] 当該売買等が２カ月にわたって行われたものである場合は、これらの月の

うち最後の月。 

[8] 金融商品取引業の登録（法２９条）の有無を問わない。 

[9] 不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割さ

れた財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる

財産を含む。たとえば、課徴金の額を不当に引き下げるため、一体のファン

ドを形式上分割して運用報酬を少額にする場合である。 

[10] 第４編１の報告書Ⅱ１は「課徴金制度は、違反行為の抑止という観点か

ら、違反行為者に対して金銭的負担を課す行政上の措置であり、課徴金額の

水準は、違反抑止を図り、規制の実効性を確保するために十分なものである

必要がある。しかしながら、最近の違反事案を踏まえると、現行の『他人の

計算』による違反行為に係る課徴金額の計算方法は、違反行為に対する抑止
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効果が十分に期待できないものとなっているため、違反行為者が一般的に得

られる利得を適切に捉えた計算方法になるよう見直しを行うことが適当であ

る。」とし、同２は「資産運用業者は、違反行為によって将来にわたり継続的

に運用報酬を維持・増加させることが可能であり、その利得は違反行為に係

る対象銘柄に対応する部分だけでなく、顧客からの運用報酬全体に及んでい

るものと考えられる。」とし、さらに「資産運用の委託は継続的な契約であり、

投資家と資産運用業者の間で運用委託契約が締結されれば、相当の期間、運

用報酬を継続的に得ることが可能であることを踏まえ、課徴金額については、

一定期間（例えば３ヶ月）の運用報酬額を基準とする計算方法に見直し」と

する。なお、資産運用業者以外の者も含め主に単発の取引を行う者について

は、「違反行為に基づく直接的な報酬等が違反行為者の得る一般的な利得と考

えられるため、違反行為の対価を課徴金額とする現行の計算方法が基本的に

適当である。」とする。 

[11] 当該運用が投資信託の受益証券（法２条１項１０号）に表示される権利

を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、

その受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として金融商品取引業

者等に対して支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。 

[12] 運用報酬算定期間（運用の算定の基礎となる期間）が１カ月を超える場

合にあっては、その運用報酬を運用報酬算定期間の月数で除する方法、運用

報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときにはその

算定取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他

合理的な方法により算出した額。 

[13] その根拠については、「ファンドのサンプル調査から得られた資産運用業

者が受領する手数料の平均値等のデータに照らし、当該金額が、資産運用業

者が受領する運用報酬の価額の近似値であると考えられる」と説明されてい

る。 

[14] 価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該

価額に基づき、当該算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融

商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取

引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る

取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額とする（課徴金府令１条

の２１第３項、６項）。 

[15] 平成２０年改正前では、法１７５条２項１号ロの「公表がされた後２週

間における最も低い価格」は「公表がされた後における価格」、同項２号イの

「公表がされた後２週間における最も高い価格」は、「公表がされた後におけ

る価格」であった。 
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（別紙 4） 

[16] [1][15]の改正につき、大来＝鈴木・商事法務１８４０号３４頁は、「重

要事実公表に伴う市場価格への影響は、必ずしも重要事実公表日翌日にすべ

て反映されるとは限らず、むしろ、過去の事例に照らすと、重要事実公表に

伴う市場価格への影響は重要事実公表日翌日以降も数日は継続する傾向がみ

られた。」とする。 

[17] 法１７５条２項１号では、公開買付け等の中止に関する事実を知った場

合、２号では、公開買付け等の実施に関する事実を知った場合、に課徴金が

課される（同旨；河本他逐条解説１３９３頁）。 

[18] 平成２５年改正による法１７５条２項３号の改正の趣旨は、同条１項３

号と同じである。 

7 
 



368 頁 10 行目～369 頁 30 行目 

（別紙 5） 

1 

 

５ 伝達等の禁止違反の課徴金 

〔１〕 法１６７条の２第１項違反の課徴金（法１７５条の２第１項） 

㈠ 法１６７条の２第１項に違反して、同項の伝達をし又は同項の売買等をす

ることを勧める行為（違反行為という）をした違反者[1]は、違反行為により当

該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者（情報受領者と

いう）が、違反行為に係る重要事実の公表前に、特定有価証券等に係る売買

等をした場合[2]、課徴金を課される。その趣旨は、第４編１に記載のとおりで

ある。 

  課徴金の額は、次の法１７５条の２第１項〈１号〉から〈３号〉である。 

 〈１号〉 特定有価証券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合 

      情報受領者等から違反者に対し支払われる違反行為をした日の属

する月[3]における仲介関連業務の対価として支払われ又は支払われ

るべき金銭その他の財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額（課徴

金府令１条の２５第１項）に３を乗じて得た額 

 〈２号〉 特定有価証券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 

      次のイ及びロに掲げる額の合計額 

     イ 情報受領者から違反者に対し支払われる違反行為をした日の属

する月[3]における仲介関連業務の対価として支払われ又は支払わ

れるべき金銭その他の財産〔仲介関連業務報酬〕の価額[4]の総額（課

徴金府令１条の２５第１項）に３を乗じて得た額 

     ロ 募集等業務及び募集等業務にあわせて行われる法２条８項６号

に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として次の課徴

金府令１条の２５第２項〔１号〕に掲げる額から〔２号〕に掲げ

る額を控除して得た額に２分の１を乗じて得た額 

      〔１号〕 特定有価証券等の発行者から違反者に対し、募集等業

務及び募集等業務にあわせて行われる法２条８項６号に

掲げる行為に係る業務の対価として支払われ又は支払わ

れるべき金銭その他の財産の価額の総額 

〔２号〕 違反者がその募集等業務に関して他の者に法２条８項

６号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、違

反者から他の者にその業務の対価として支払われ又は支

払われるべき金銭その他の財産の価額の総額 

〈３号〉 〈１号〉〈２号〉に掲げる以外の場合 

     違反行為により情報受領者等が行った売買等によって得た利得相

当額に２分の１を乗じて得た額 

㈡ 「仲介関連業務」とは、法２条８項２号又は３号に掲げる行為、同項４



368 頁 10 行目～369 頁 30 行目 

（別紙 5） 

2 

 

号に掲げる行為（店頭デリバティブ取引を除く）、同項１０号に掲げる行為（有

価証券の売買を除く）、その他これに類するものとして政令で定める[5]行為に

係る業務（これらに付随する業務として課徴金府令１条の２４で定める法３

５条１項８号に掲げる「有価証券に関連する情報の提供又は助言（法２条８

項１１号に掲げる行為に該当するものを除く）」を行う行為を含む）である。

金融商品取引業者のほか、登録金融機関（法３３条）、金融商品仲介業者（法

６６条）の行う業務も含まれることにはなるが、金融商品取引業の登録の有

無は問わない。 

 法２条８項２号に掲げる行為は、有価証券の売買、市場デリバティブ取引

又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除

く）又は代理（有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、１０号

に掲げるものを除く）である。 

 法２条８項３号に掲げる行為は次のイ、ロに掲げる取引の委託の媒介、取

次ぎ又は代理である。 

 イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 

ロ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取

引 

  法２条８項４号に掲げる行為（店頭デリバティブ取引を除く）は、店頭デ

リバティブ取引の媒介、取次ぎ（有価証券等清算取次ぎを除く）若しくは代

理である。 

  法２条８項１０号に掲げる行為（有価証券の売買を除く）は、いわゆるＰ

ＴＳ業務である。 

  「募集等業務」は法２条８項９号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し

の取扱い又は私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る業務であ

る。金融商品取引業者のほか、登録金融機関、金融商品仲介業者の行う業務

が含まれる。なお、法１７５条の２第１項２号ロの法「２条第８項第６号に

掲げる業務」とは、有価証券の引受け、つまり有価証券の募集若しくは売出

し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、法２条６項１号か

ら３号に掲げるもののいずれかを行うことである。 

 



374 頁 16 行目～375 頁 7 行目 
（別紙 6） 

〔２〕 法１６７条の２第２項違反の課徴金（法１７５条の２第２項） 

㈠ 法１６７条の２第２項に違反して、同項の伝達をし又は同項の買付け等又

は売付け等をすることを勧める行為（違反行為という）をした違反者 [7]は、

違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等又は売付け等をするこ

とを勧められた者（情報受領者等という）が、違反行為に係る公開買付け等

事実の公表前に、株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合 [8]、課徴金

を課される。その趣旨は第４編１に記載のとおりである。 

 〈１号〉 株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合 

      情報受領者等から当該違反者に対し支払われる違反行為をした日

の属する月 [3]における仲介関連業務の対価として支払われ又は支払

われるべき金銭その他の財産〔仲介関連業務報酬〕の価額 [4]の総額

（課徴金府令１条の２５第３項）に３を乗じて得た額 

 〈２号〉 株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 

      次のイ及びロに掲げる額の合計額 

     イ 情報受領者等から違反者に対し支払われる違反行為をした日の

属する月 [3]における仲介関連業務の対価として支払われ又は支払

われるべき金銭その他の財産〔仲介関連業務報酬〕の価額 [4]の総

額（課徴金府令１条の２５第３項）に３を乗じて得た額 

     ロ 募集等業務及び募集等業務にあわせて行われる法２条８項６号

に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として次の課徴

金府令１条の２５第４項〔１号〕に掲げる額から〔２号〕に掲げ

る額を控除して得た額に２分の１を乗じて得た額 

〔１号〕 株券等の発行者から違反者に対し、募集等業務及び募

集等業務にあわせて行われる法２条８項６号に掲げる行

為に係る業務の対価として支払われ又は支払われるべき

金銭その他の財産の価額の総額 

〔２号〕 違反者がその募集等業務に関して他の者に法２条８項

６号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、違

反者から他の者にその業務の対価として支払われ又は支

払われるべき金銭その他の財産の価額の総額 

 〈３号〉 〈１号〉〈２号〉に掲げる以外の場合 

      違反行為により情報受領者等が行った買付け等又は売付け等によ

って得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額 
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380 頁 1 行目～16 行目 
（別紙 7） 

[1] 法１７５条同様に、法１６６条１項２号から４号及び３項の法人も法１７

５条の２第１項の課徴金納付命令の対象となる。「知った」ものは、法人でな

く会社関係者に当たる自然人について判断する。また、その上場会社等は親

会社及び子会社並びに資産運用会社及び特定関係法人を含む。 

[2] 売買等が法１６６条６項の適用除外に該当する場合は、違反者に課徴金は

課せられない。 

[3] 当該月が二以上ある場合は、これらの月のうち最後の月。 

[4] 仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間（算定期間）が１カ月を超える

場合にあっては、その仲介関連業務報酬を算定期間の月数で除する方法その

他の合理的な方法により算出した額。 

[5] 政令の定めは、平成２６年５月末日現在ない。 

[6] 法１７５条の２第１項１号、２号、３号の各課徴金額の根拠については、

齊藤他・金融法務事情１９８０号９９頁～１０１頁参照。なお、同項３号の

課徴金額の根拠は曖昧であって、経済的利益から離れた擬制であり、課徴金

が制裁としての色彩を強めていることを示すものである。 

[7] 法１７５条同様に、法１６７条１項２号から６号及び３項の法人も法１７

５条の２第２項の課徴金納付命令の対象となる。「知った」ものは、法人でな

く公開買付者等関係者に当たる自然人について判断する。その公開買付者等

は親会社を含む。 

[8] 買付け等または売付け等が法１６７条５項の適用除外に該当する場合は、

違反者に課徴金は課せられない。 

 

 

1 
 


